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(1)団体の理念・姿勢について

*施設の設置目的に対する理解や公共性・坐等利用への考え方

1、運営の理息

基 本

r1?

理 念

・私だちは、働く人々、市民がみんなで出資し、民主的に経営し、責任を分かち台って、人と地域に

役立つ仕事をおこす協同組台です。

・私たちは、目垣屠之?冗荒詠石爾ど砺喝固、困呂【に日Iス董顛嗣を大切にします。

2、指定管理者としての運営方針

子育て支援の重要な拠点としての役割を担い、睨童の健全な育成を図るため、遊びや生活の揚を提供する

ためのものです。以下の点を重視して、墾@
r1-―?

I - . ?1クノ
クウら

層凛を進めていきます。

ら一詞1-▲
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12r

①国分寺市民の子育て支援向上を担い、国分寺市の財産を大切に活用し、業務を遂行し、責任を全うしま

す。

②事業計画を定期的に振り返り、その都度到達点を確認しながら、事業計画を実施出来るよう努めます。

③安定性のある施設運営を進めていきます。

・(2)副gⅠ砦 士也扛Lモ]材(邪{二ずること

①利用者の不安や悩みを軽減し、誠実な対応を行ないます。

②単にサービスの提供者ではなく、共に運営を劇っていく関係を大切にします。

③子育て施設の運営を通じて、地域の二-ズを捉え、必要な取り組みを深めます。

・1トド?砥 - ヤ( 八?七u1で

1 ![3}号のぎ具{]I旦う5のと焦、・て一,?J・]i:=;IJニ?(一工・;:、:j・二ど

②快適な環境整備、維持管理を進めます。

③危機管理体制を充実し、安心・安全の環境作りに取り組みます。
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①労働環境を整備し、働きやすい、働き続けたいという職揚風土を形成します。

②人材育成、研修の充実を図ります。

③情報の共有と話し台いを密に行ないます。

(
f

ぃ＾4いゞD〆智藏?ノ?二Vrν・―ト町幅――曜hっへaO(＾σ-0り〒joO六!ト?1ヴV℃1冫Uう f〈コゴク? ?τ???τ? rごゞ?シ ??～ヤ1グ2L?3シλ: Jlも1 フ～d1μ?yJ? 宝?? 戎?がhir?)町嘱＾11;.イJトーb〆1411噛翻kた賜置嘗-゛ノ 望〉S?1-＾--1哨ヒlイ1加へ七1く＾1ナnシ町書ト鳴-Iザ1り▲r ,1～r二1 1忙 ζξ～ ;1＾=!;)量?～1h iy?リ

(5)先!8帥な貢践07ここつ{こ、謁係烏闘と・D協同1こよ′二,苛し(,)子盲で叉浚の劃這?Z指ざ。
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①これまでの実践・実績を大切にしていきます。

②指定管理者(ワーカーズコープ)として、地域の特性を捉えた運営を行います。

③市民や関係機関と協力して、まち作りに貢献する子育て支援を目指します。

=1??ツ1【iI―呵レ??? 二―dゞ:り::雫ζ
1山イll―σ ??=1!―rも=角=7》 ―a咽コ町瞭園這オ11セト一 ぷC〒～?,1? 砂二T 岬▼! ::デtk ご一一←ごゴゞ

(ミ)施設同土02遣ユ兵(7・冫こ運婁芒至,βゞ゛。
1帛クV)レ啼胃pシvIP慟ki沖鴇叶-――(ニ)n―トψ真芦会一η二階レPt啼～*胃【C111n町甑JHLxh1～?(引＾t1▼り＾無紗虻J付ψ――-1口腎鯖呻胃n杯ド1rハ餉嚇―喝角已iみ嶺Oトr―と{ν鴫Vべ釦蘭 6～ド噂■ψ――h―uり-1ド1戸ろ闇殉-『リご《1へ『j-へ―響―響拳つ1-J:プ゛?W

①相互の交流や情報交換、より地域に根ざした一体的な運営を行ないます。

②職員の交流により、効果的効率的な運営を実現します。

③地域の特性や、子ともの様子を広い視野で捉え、包括的な運営を目指します。

\

3、施設の公共性・平等性についての考え方

児童館・学童保育所が、市民にとって平等の資源として位置づけられ、利用する全ての市民が施設を使用

でき、一定のルールの上で公平性を保って活動できるよう、運営者として管理・整備を行ない、公共性・平

等性を保ちつつ発展させていきます。公共施設の運営姿勢として、次の点を大切にしていきます。

1

市艮主1二]ユ,二〉王婁;工巨J旨しと17- 1 羨たΣj5。;′こ癲設を基指しまて;-

①利用者・市民を公共サービスを担う主体者として1①市民との信頼関係作り・雰囲気作り

位置づけ、一緒に作る姿勢を大切にすること 1②施設・設備への配慮

②市民の参加を広げ、地域の再生やまちづくりの 1③積極的な情報発信・施設のルールの周知

拠点としての役割を果たすこと ④近隣住民への配慮

 防犯・防災・不審者対策を講じる

1
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4、子育て支援についての理息・基本方針

璽一)≠田)″1( 二丁2?1,・き1、ビーIH の基本理念 一/-(“9ミ,、画{- ・7,′・・/j fノ/ 7・〕 -゛・

;・D゛・2,ニニ“'*. ' -aS' lll'ろ5・)、☆クー;?[ζ,-・)?.を重要な視点において、以下の3つの基本方針を定めます。

〈?゛子どo'L'} j?'L?' S?' ,,÷4"畏 目予チ告う1
子ともが自主的に取り組むことを褒めたり、励ましたりすることで創造性を育み、子とも同士の話し台

いで解決する力をつけさせ、社宗性が高まるように支援します。

(二)子君でZマ一二ζこ゛\(゛=冴 ドEさ'aail
保護者へ施設の情報を提供しながら、魅力ある行事、親子行事等を行っていきます。また、職員や池の

利用する保護者とも相談しやすい環境作りを心掛け、安心して子育てができるように支援します。働く親

の多様なニーズに応えて、仕事と子育ての両立を応援します。

(3〕子章て否大G・こC一壱そ=づづぐ; 2-,1
児童館・学童保育所の運営をきっかけとして、地域のまちづくりを地域の人たちと一緒に作っていき

ます。様々な行事や講座などを通して、子育て支援に関心のある地域の方との出介いを広げます。

5、児童館の運営方針

(i)児肯、舘1こフいでの基本29なtえ方

「国分寺市子育て・子育ちいきいき計画」にもあるように、子ともに健全な遊びを提供して、健康増進、

情緒を豊かにすることを図る「居揚所」として、地域の身近なところで、気軽に親子の交流や子育て相談が

できる揚としての児童館の允実が求められています。

ξ2)暴本方(;1+

子ともたちが、自分の「居揚所」としてやってくる、

あそびや文化、人との出舎いを通して、地域の中で

社会性や自主性を育める児童館を目指します

く蘂〉]く方!;冫i-〉

①全ての利用者への働きかけ

レク発達段階・個人差への理解
③関係機関・地域との連携

l:\ロ～――l1畠― ―h1

[ 困難事例への対庖

111酎b

([冗:3光]′ご,%:'(.'>. j窺tifのし:二}で大?:でi]11二L・,・とい二・l-,〉

①来たい、居たいと思える居揚所作り

保護者が相談・交流できる揚所

②いじめ及び虐待堕ヰ亦テ拷k!ム1----」
③子ともたちが主体性を発揮し、遊ぶ楽しさ・

喜び・発見ができる揚所

,里 ご-二一 来な圓子ど酎き5-=-1

1の配慮

1 地域・多世代に渡ゑg暉
1
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6、学童保育所の運営指針

(′1)学章(呆富所(こついCの集不的C曾え店

学童保育所は、子ともたちに「安全で安心感のある生活」を保障すること、学童保育所に通うことが楽

しみ1こなるような生活を作る揚所です。一人ひとりの子ともたちの成長を育むことを中心に置きながら、

子育てを応援する「子育て支援」と、保護者や地填の方々とともに子ともを見守り、その成長を支え合え

るような、「地域の再生・まちづくり」の両面から、地填社会に根ざした学童保育所を目指します。

(2)基】,〈右針

・子ともが喜んで通八あそびやさまぎまな活動を通して、
生き生きと過ごせ、安6できる学童保育所

・一人ひとりの子ともの自主性、自発性を尊重する

一

く基本方針〉 ・く学童以青所の生i?で大(;引ご,した{,)こと〉

7、2施設の今後の運営で大切にしていくこと

←・)2施設の達]究じ,7こ運言ま5二旨5天ゞ-。

もとまち児童館・東元町学童保育所の連携を大切にし、行事の合同開催や子ともたちの交流、職員の交

換研修を行っていきます。囲童館・学童保育所それぞれの環境を踏まえて、利用する子ともたちの活動範

囲を狭めずに、他施設の活動をお互いに取り入れていきます。

ζ22き゛,員の交流1こよ;1つ、汽果i.:3s.l r】j罫1捌よ延隼′Ⅰ突]:シ1一訳ミ?(。

職員の現揚研修や行事などには、基本的な職員体制の上で臨機応変な人員配置を行い、活発な人材交

流を図ります。

(3),aB・5a??." Ja??')'l??'0' .l.'i.-ご、 :=こto'c、、・フ.,ミニ 、一一、 1l:';?'l二'7'-fIこ〕'i'E..:゛ ～-デζ:lf1・ ?L x 9

毎日の子ともの様子をしっかりと見つめることはもちろんですが、視野を広く持ち、家族背景や国分寺

の地域性、地域で抱えている課題などを踏まえ、町全体で子育てを支えられるような取り組みを積極的に

行っていきます。

5

①子とも一人ひとりへの支援 ①子ともの心の居揚所作り

②子ども同士の人間関係形成への支援 ②生活習慣、自立への手助け

・③保護者への支援 ③自主性、社舎性が築ける揚

④学校、閏係機関との連携 ④思っていることが言え、受け止め合える関係作り

 地域との関わり  宿題なとの学びの環境作り

 情報の提供



(2)団体の安定性について

*団体等の経裳状況の安定性

2001年9月に「持定非営利活動法人ワーカーズコープ」は、「労働者協同組台(ワーカーズコープ)連

台介センター事業団」を母体に、自治体から、パートナーシップを組む上で、NP○法人を作ったらどうかと

のアドパイスもあり設立されました。設立母体である「労働者協同絹台(ワーカーズコープ)連台余センター

事業団」が全面的に支えています。どちらも「働く市民が主人公となって、人や地域に役立つ仕事おこしを進

める協同組台」の理念を共有しています。

センター事業団から、資金・人材・事業のノウハウなどの支援を受けて、ワーカーズコープは、元気高齢者

作りや子育て支援を中心として、地域に密着した様々な事業へ挑戦することを進めてきました。

1、当団体の財務状況

当法人は、平成28年3月期末で15期目の決算を終えました。事業活動は、第2期目から開始し、第4

期目(平成16年4月期)以降は黒字決算ができ、平成28年3月期で純資産(繰越利益剰余金)は469,765

千円となり経営的にも安定してきています。

私だちは「全組台員経営」を経営理念に掲げ、1人ひとりの働く者自身が労働者であり、出資者であり、

経営者である協同労1動の協同組台(労働者協同組台)として運営をしています。人件費や経費の使い方等を

働く者同士で討議をしながら、今まで当法人は安定的に運営をしてきています。

2、法人支援体制

当法人は全国本部・東京統括本部を豊島区に設置し、

多摩地域を管轄する三多摩山梨事業本部の事務所を

八王子市に構えています。全国本部が多種多様な実

践を広く示し、そのバックアップのもとに三多摩山

梨事業本部が管理部門・間接的な支援体制を整え、

現揚を支える多摩地域の支部機能を果たしています。

国分寺においては、エリアマネージャー、所長、副

所長、現揚責任者体制を構築し、安定して施設運営

が出来るよう、十分な組織体制・運営を整備してい

ます。

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

ー

I

全国本部

本部:豊島区池袋

1
東京統括本部

東京本部:豊島区池袋

T
『三多摩山梨事業本部

1

1

1ー

ー

l

「
1

館長

1

1

l

1

1

東元町学童保育所

現場責任者

1

1

一

もとまち児童館、東元町学童保冑所の

組織体制図
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3、全国組織の強みを活かして

ワーカーズコープは、全国組織であることが

大きな強みです。全国各地の実践をわが地域の

カにし、そこから学び、発展させることができ

ます。三多摩エリアでも、子育て分野をはじめ、

地域福祉、清掃分野、就労支援など協力し合い

「新しい公共」の楊への挑戦をしています。
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4、経営方針

諾営理念 「社会連帯繰糞?.!～

公共サービスの運営を通じて、利用者、地域との接点が大きく広がる中で、関わる人たちの直接参加を広

げ、利用者、市民、働く者同士の協同の関係を大切に築きながら、共にその事業を発展させていく「社宗連

帯経営」を目指します。全ての人が地域課題に関わりを持ち、連帯性を高めながら、地域を再生する当事者

として参加する経営です。

f-s..4

1

《粁

社 ,Δ

Tt

営 理

連 帯 営

》)
尋
一
経

1

1①参加
《運 雲 方 針》

1

《経 堂 Q 工 夫》

]

(D事業の質ζD

確沢

全国組織として、主たる本部は東京都豊島区池袋に所在していて、囲童館・学童保育所

の質の維持と向上、職員への学習・研修を目的とじて「事業推進部」があります

②経営CY男率・i生 一定の給与水準を保持することを前提に予算計画を立てます。また、子どもだちにかけ

るおやつ代や行事費などの経費は国分寺市の仕様の通りに予算を実行していきます。

こ袋iHミ宮j二関(7・で話

し・嵩5E1j)設定

・毎月の収支状況を全職員と共有します。

・収支計画に照らして課題を明確にして、次月の目標を立てます。

・ン,:′:伝宮毒と一 ・当月予算と実績の対比報告書を毎月10日までに提出します。学童保育所の経営収支

を毎月集計して、予算対比評価を行い、報告書として本部へ提出します。

・会計月報を毎月5日までに提出します。「人出金伝票、現金出納帳、預貯金通帳コピ

ー、請求書等」を回収して、事業本部で集約、チェツク、処理を行います。

、さ)よ]J営事占j:ざ“

事与勺ご坊く゛

・冗童館・学童保育所の一つひとつの現揚でも会計監査は毎年実施します。

・法人全体でも第三者からの会計監査を受けています。

・顧問弁護士、公認宗計士、税理士、司法書士、社会保険労務が経営全般を支援する体

制があります。



6わ」?匡Q継続性について

*団体等の設立から何年経過しているか

母体であるセンター事業団は、設立30年を迎えていますが、特定非営利活動法人ワーカースコープは15

年を経過したところです。地域に必要な仕事を市民の方とともに作ってきた協同組8として、大きく広がって

います。各種メディアや国民生活白書や子とも白書などにも取り上げられています。協同という新しい働き方

が、社宗に受け入れられつつあることを感じています。近年は子育て分野での活動が広がり、完童館や学童保

育所、保育園、親子広揚なと子育て支援関連の実績を残しています。

ー11、卒該法,′ゞの歴史

-
- -

-

2001年 特穿:;'o'g利活φち法人:フーカー又ニーブ゛設立。

2002年

2003年

20閲年

2005年

連台会筒23可.醤会Iこおし)で、1ぐ、1l労Dの1藤罰d5含とし」での7了1i原則2.・)曳定められる。
芹?k夙コ???????

定ふ(区で学士保青室をスター〈,子育て叉戻手業を本格的に聞始。

1ネ了会連員委冨,会] 設一σ揺云,↓田区で初めで掲定萱埋るどし、・で公,、1(上万,:設の管理・i重賞゛.をe・う。

iル:縞区で禎めC公豆保戸園在i※営,,

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014乞

2015;

「田茂生活白;!;1でワー'ij-スコーブカ錬q分ざれる。

地ミ・i若ろリポーi-ステーシ]ンを〒.〒τ潟雫スh潟市・宮城1皐太(:3山で受託。

;tか司実二ゝ・t'...l写・祥営で諌hく1タ{片唄台1.、1“イ廚l,i・)を考える蚤員連盟4t・l“発定。

労協,;雰30同片1.

埼玉I里4;0生泪1皐恥一受紗考の響C・゛一気労支I4゛ト奔「アフl↑・,一ト玉テ1 チ受訃。

tfト足二゛二l,taT.l.:,r.,リ化c・早rtl.pll,'-,1,11一定 :l,'+:.'?. ,!h. .'.i..,a 土Ba;,%K.. 5鋤ミltrl ,5%.,' 二: (3 〔)c・ =二:会を71:,:i:.
3.11東日本人。覗,(を急に、宮5)゛,?1゛}3.ゴ市に:東北j?ん1λ本ごフ,\鮨ルエ.,
咄ルp????????μ???????????―F?????

全臣で1゛♀匠ろと一福i.二;(::と且む.放課麦等デーrサービス〈踪六sいヒ票の,詰5;六1〉し;1二党。

巨:a注,・iニ%ら主保1コ:'1j者対笑Jh Q sa5 受ffl(6 :'.j' i':J !5" aる。訣w' :'7'-六-ズ.).l'.5'5'c

兵$tlj噌で5伐材≠を開リと1?、]望、姑朶寸逼を;叩一?:た庶}、星地貝つく01p唯天夢,

「称同労『}]の↑;?眉1絹合1の祈際司{が〒・1′(゛ウI五i]市?(ゴ『ρ,司労1ヒ]フラa,.5゛トT'.:% ;7.-j゜i?ドト築がス(くよる,,

金国で子ど゛ろ長一堂のし1〈1万"l..laが囚プ〕べる、

2,{竺ケ瀕)-: :'h.. ra:i.lでζ:′〕終具浬鴬J二i二ご

2007年 国分寺市第二光町学童保育所

2012年 国分寺市ひかり睨童館・第一光町学童保育所、第二光町学童保育所、第三泉町学童保育所

QC'i4て){芸??51L玉ヨ;=;→二4う:辷士:Ⅱユ矢ミ合白 一 一 ρ5f- プ文一
aC)Wm日!/sFaj1本FεKミiきごジワ工冶巳試5～ ; -Wff分寺市もとまち児童館・

2014年 国分寺市東恋ケ窪学童保青所、日吉町学童保育所、西恋ケ窪学童保冑所、福祉センター

2017年 民設民営学童保育所「国分寺駅北口和みっこクラブ」、放課後等デイサービス「すてつぷ」
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(4)団体運営の透明性・公平性

*進ん1団体等の情報等を公表しているか

1、利用者アンケートと利用者協議宗

児童館では年1こ4回利用者協議宗を実施し、子ともだちや保護者、地域の方だちに直接意見を聞き、日々

の運営にその声を反映させています。また利用者アンケートを毎年実施し、出された意見や要望1こついては

次年度の方針作りに活かし、実現に向けて全力で応えます。アンケート結果は集計し、国分寺市へ報告しま

す。また、常時意見箱を設置し寄せられた意見と対応策を、施設内に掲示します。

学童保育所の運営、行事などの企画内容、職員1こついて、今後の希望などの二-ズを把握し、業務改善を

行います。

例:①父親が参加しやすい行事や、乳幼究が過ごしやすい館内環境を整備して欲しい。

一利用者からのアンケートや、日常の宗話の中で父親を参加させたいという意見が多く、その声を元

に、「パパDAYJや「もとまちファミリーDAYJなど父親の育囲参加を促す行事を2が月に一度

のペースで実施しています。

→利用者から乳幼兄と小学生の棲み分けも希望が上がり、部屋の使い方を変える事で乳幼睨親子のみ

が使える幼児室を確保しました。

②学童保育所のおやつについて 「おやつは手作りのものが多いと良いです。」

→介議や行事準備・事務仕事のない午前中で時間が取れる日に行うようにしました。職員のおやつ作

りのレパートリーやスキルアップをしていき、週に一、二回は手作りのものを必す出せるように努め

てきました。

2、地域への情報発信
一一-- 一--- -

多くの地填の関係者、保護者の方が、完童館、

学童保育所の状況をつかめるように、個人情報

に留意をしながらもお便りの作成や情報発信を

していきます。

具体的には法人の基本的方針や指定管理者の

仕組み、年間事業計画、年間事業報告、施設の

利用方法や定期的事業、期間的事業、臨時事業、

子育て支援情報、関連施設情報、国分寺市に関

わる地域情報など利用者・市民に関わる情

報について、積極的に発信します。

響

速?(一ル8
-

角I―

′6 二 i麺でで4戸゛i;ζミ)7又計二〕21ビS !こよ ′ 、′
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3、法人内相互監査の実施

法人では、内部監査の取り組みを実施しています。私たちの進める業務を、より客観的に把握する事を目

標に、子育て支援施設の第三者評価項目に従い、総台評価を基本にした現揚調査を行い分析・評価を咎現揚

にフイードバツクを行ないながら、客観的な視点を大切にした運営改善を目指します。

4、情報公開

私たちワーカーズコープは、情報公開規定に基づき、情報を公開しています。また、ホームページでも公

開しています。したがって、国分寺市情報公開条例および、当法人が定めた下記「情報公開規定」にもとづ

き、公開の申出があった揚含(書面にて申請)、閲覧を可能とします。

情報公開規定

(趣旨)

第1条 この規定は、特定非営利活動法人 ワーカーズコープ(以下「当法人」という。)が行う情報公開の

1

実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象文書)

第2条 情報公開の対象とする文書(以下「対象文書」という。)は当法人の次のろ号に掲げる文書とする。
(1)定款

(2)役員名簿
(3)業務報告書

(4)貸借対照表

(5)収支決算書

(6)資産目録

(7)損益計算書
(8)事業計画書

(9)議事録

(公開申出)

第3条 何人も、この規定に定めるところにより、当法人に対して対象文書の公開の申出(以下「公開申出」
という。)をすることができる。
2 公開申出は、公開申出書(別記様式)を当法人に提出して行うものとする。

(公開の実施)

第4条 当法人は公開申出があったときは、速やかに次号の各号に定めるところにより、公開申出者に対し、
公開申出に係る文舎を公開するものとする。
(1)公開の揚所 当法人本部
(2)公開の時間 当法人の休日以外の日の午前9時より午後5時まで
2 文書の公開は、文書の閲覧又は写しの交付により行うものとする。

(費用の負担)
第5条 前条2項の規定により文書の写しを受けるものは、その費用として、複写1枚1こつき10円を負担す
るものとする。

第6条 この規定に定めるもののほか、この規定の実施に必要な事項は当法人が別に定める。
附則

この規定は、平成16年8月1日から施行する。
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(5)団体運営における法令等の遵守状況

*個人情報保護法、労働基塞法等が遵守されているか

困 個人情報保護規定、並びに労働基準法の遵守について
国分寺市の「国分寺市個人情報保護条例」第13条の3に基づき、適正な管理を行ないます。※運用につい

ては(13)個人情報保護対策状況へ記載。

また、労働基準法1こ基づき、常勤者は週40時間前後の就労体系で勤務し、社介保険、雇用保険等1こ加入し、

週20時間以上の勤務者についても、社会保険、雇用保険加入、その他労災保険、共済等の保険や方働基準法

に基づき、就労半年後より有給休暇取得などを行なっています。非常勤者についても、労働基準法に基づき、

社会保険加入や雇用保険加入の手続きを行ないながら運営しています。労働安全衛生法についても方働災害防

止の観点から重視します。中でも労働者の安金と健康を確保するとともに快適な職揚環境の形成と促進を促し

ます。安全衛生責任者を本部に置き、産業医制度を確立し、定期的な現揚指導、巡回を行います。

---

(趣旨)

第1条 この規定は特定非営利活動法人 ワーカーズコープ(以下「当法人」という。)が行う{固人情報

保護の実施について必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の取汲い)

第2条 当法人の活動の種類に係る対象者または利用者個人に関する情報(以下「個人情報」という。)

の取汲いについて、その管理責任者を設震し、適切な管理を行う。

(個人情報の収集)

第3条 利用者から個人情報を収集する揚含は、その収集の目的、利用者に対する当法人の窓口を明確に

した上で、必要な範囲の個人情報を収集する。

(個人情報の第三者への提供・開示)

第4条 当法人は、利用者より収集した個人情報を適切に管理し、利用者の承諾を得た範囲以外の第三者

に提供、開示等は一切行わない。

(但し、(1)法令の規定による揚8、(2)利用者又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を{呆護する

ために必要な揚台を除く。)

(個人情報の漏洩や再提供)

第5条 当法人が、第4条における利用者の承諾に基づき、業務を遂行するために個人情報を提1共する関

係組織には、利用者の個人情報を漏洩や再提供しないよう、適切な管理の実施を要請する。

(個人情報の照介・11z正・削除)

第6条 利用者が、利用者の個人情報の照宗、誤記等があった揚合の(ig正、削除等を希望する揚8には、

当法人情報管理責任者が、合理的な範囲ですみやかに対応する。

附則

この規定は、平成16年8月1日から施行する。

二 1" . 間 一 "1 -

(趣旨)

第1条 この規定は特定非営利活動法人 ワーカーズコープ(以下「当法人」という。)が行う{固人情報

保護の実施について必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の取汲い)

第2条 当法人の活動の種類に係る対象者または利用者個人に関する情報(以下「個人情報」という。)

の取汲いについて、その管理責任者を設震し、適切な管理を行う。

(個人情報の収集)

第3条 利用者から個人情報を収集する揚含は、その収集の目的、利用者に対する当法人の窓口を明確に

じた上で、必要な範囲の個人情報を収集する。

(個人情報の第三者への提供・開示)

第4条 当法人は、利用者より収集した個人情報を適切に管理し、利用者の承諾を得た範囲以外の第三者

に提供、開示等は一切行わない。

(但し、(1)法令の規定による揚8、(2)利用者又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を{呆護する

ために必要な揚台を除く。)

(個人情報の漏洩や再提供)

第5条 当法人が、第4条における利用者の承諾に基づき、業務を遂行するために個人情報を提1共する関

係組織には、利用者の個人情報を漏洩や再提供しないよう、適切な管理の実施を要請する。

(個人情報の照介・(ig正・削除)

第6条 利用者が、利用者の個人情報の照宗、誤記等があった揚合の修正、削除等を希望する揚8には、

当法人情報管理貴任者が、含理的な範囲ですみやかに対応する。

附則

この規定は、平成16年8月1日から施行する。



圏 福祉施設にかがわる法令等
以下の法令等を児童館・学童保育所に配置します。また「国分寺市子育て・子育ちいきいき計画」をもとに、

研修・学習会を通じて職員が内容を理解し、実行に努めます。その他、国分寺市子ともいじめ虐待防止条例に

ついても理解し、実行します。

-

゛\ 二::l:二三:;]]?j11];(7' l.h'六 ];1]1:;

・児童福祉法・身体障害者福祉法 ・生活保護法・知的障害者福祉法 ・老人福祉法

・母子及び父子並びに寡婦福祉法

シこ、、、子、二も①権利{こ関する条釣

1日=コfて1ン4*剪
弔藝覧百ov?w,2芥;.トb(中

ー

4t～

=C
"

-

ひかり兜童館及びもとまち兜童館館長が地域福祉推進協議余の推進委員として参加させて頂いて

います。ワーカースコープが取り組む自主的な活動目標として、「ひかりごはんフエス」 「もとま

ちファミリーDAYJの実施を掲げています。

6、国廿寺車子育て?・子育ちいさいき計画

「国分寺市子育て・子育ちし)きいき計画」にある、基本理念「一人ひとりを大切1こ みんながみん

なの中で心豊かに 育ち台い、支え台う」を大切に、完童館・学童保育所での取り組みを深め、子

育ち・子育てのしやすいまちづくりに寄与します
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(6)運営実績

*同様な施設での運営実績

国 類似施設の管理運営実績

0 法人の子育て支援の施設数等(2017年4月現在)

〔全国】

・学童クラブ・・・・・・・・・・・・・・・・・154施設

・児童館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63施設

・保育園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30施設

・放課後事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・30施設

・子とも家庭支援センター・・・・・・・・・・・・・8施設

・高齢者・子育て・コミュニティー複合施設・・・・・2施設

・親子ひろば ・・・・・・・・・・・・・・・・・60施設

台計 347施設

【三多摩地域】

28施設

12施設

4施設

2施設

46施設

三多摩地域では以下の通り運営しています。

町田市・小平市・国分寺市・福生市・ハ王子市・立川市・日野市

①児童館 ・・・・・・・12館

②学童保育所・・・・・・28か所

別紙:「公共実績一覧」添付しています
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圏 契約書の写し

く国分寺市〉
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団分守市立びかO兇黛酊,第一・亀二光町学童保育所及び

第三泉町学童保育所施設の管哩に関1-る協定饗

-

優合q准惧下『1り乏いう.〉と暮定算霊ト月小Nミ人ワーカーズコープIUF'乙Jとい
ラ・}とけ・Aoとb01沢分9嗜了【兇昼唄む動G(ク・11テ乍余け落G"l-11アl児聚Gゑ台!
とちり,〕 〈牟炊1b仁全圃窒】uL以下r伊R保宜唐箒碑2と

1}゛)・)I:よ)t四されたロ分奇市立ひか(1敞鷺亀鷺一・宏二兄4学雪RW肝kび濤三糸可ψ
Q@98膚β眼γj客施設Jという.》の贅程這當に:〉いて,筬浄骨IU凸の応譚の給冨曾社者

(♀庶茅1輔餌冒3!号.以下F塁S条嚢1とビ1う.)嵐?条(論
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以宵に粱nしムけh6,,らな,、j:
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0左賢R嘗の1讐χのa設)
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IuNh%史}

笥1ゴ粂本殼o1:!8L.本真害のNk条件茗しくけ内『が変更したと8又はn別な早情靴じ
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偵h0

第釦4ψが本h定0玖定に&づき畜筑0受箇.送ヒ111.(は立会いl・llい、又―小υ、16Lく
r二罎告を☆めたことな1.って.甲え1乙の六任にIいてaうべXヌ移の全郎又は-3(うい
て真任(＾川するちのと解XしでセItらない.

11111'につ,1てのo(資)

璃$1条本臣たの振}嘔9の曙呂についてu轟賢?1じたときスjむ=協yに1キ町0ζめのljい
釡囁ばついで11.甲と乙の泌aの上,こltを定'hblg'llとす61

(暫α胞判σ)

2!!kMlglkMbNpn,'d哀1h.'i&Nl!ik填4n!Illg1〈mk'r'i.

木6定を1ナ〈―た♂?.ぐ碑を!Jlu工し4i1,己がそれぞれ:認欅印のム各1噛←代ずlず6,

lKiピL2う4二l五1}1

甲

1ゴ侃社1分今市戸介一丁06Φ填1

に々δ J分争めζ・ 冫t 争 ル 夫

乙(限晋理肯】

F〆l!l'-1'[Rlu!eb's?l訣ZT111=:'-欠xlxvルi)ト゛
{t亦咎1*冨haTol>.人ワーカーズー?-1

代設c代冴迎ピ0田r4

印

―??????????????

印

l=

エ

14



く立川市〉

文ハC:;;室寥氏R(嘗Fγ(S叱ろ“不O「G5.′客
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『ツ亭成お年'.ll11kら▼式21ネ36分さで月隨も69,vη円16墳Q叔qがしリ慴R(くぐ

露む,】

;Q侠等xのR

1d?喝コなイlえドbミC1聾hθ小・控シ(υ?-)いζは、苅-2Nvパこ】オk仁ケ凶dλにユα5幸bの1{る1
2 ・事項仁クで1て6..グモ(が虹y立1うL:IZを冶6るシ
0とす6,

七
1
1
吻

srノ1リトD:a!'hMRNT.り174Qria4eA確@

立1tln)Iゞぴ,'?で.→ごい一l.)l:(rlr江nNF441n!J.リーil-;ミ?x==.'(r,゜d:乙曙辷いう,I
とは.平1清が年3ベヒ90付け゛:シ,立川宕g=p賃糞移 t1・.颯下『励

i:y・5.)hTh?k?y-.IAqr&llik・!:.Ivii11!el'.'l-☆1c6石1k7茅wlkilaul汗a,m'r'己ビr名YrI
と1・う.h;遅冫づイ―.親i1のe佇リさSに(fろQ+'A蟻シ犀0ツviぞ瓜龜オ〉I:いう.1を洪謝″6.

(り:α4尖ψロ的冫

x.i条h(Jdill.b8e'&iArdl.R第:u'F!g劣:bsa5.lの61ri!JiDo:s内1'ba蓼:v
乃x砲e対qとし・〔λ払トれ6筺2πκPシ(yci3ことkb的トずbゎ

C午度位ざ1Jミ槁P

萬?妬 曝xしア＾沿町は.712(誼伊641υ小らク藏?コIelp§',pゞ℃とナ51
′駈び択牌})

i!i5ai甲七、電!!l'-'}(a"'I!"All/(、Zj!話クモlこよ自""1161'h'nlずsGk."-11*フi,の七十さ,
{1〉 卒1hlal-T411tl Ataa訃e.si:a円'.llp校&ublhHR'xを台む.:・
【211:4芝'A'+!I;151か!・T'r,*{v午&H'i'xt11"!4:lユl.e円!eVh!1.!.Ti-hHll%

含b.1

((を会マη発Z:

7六く駄ダH111べi二穿みのなり゛『クに・iいては,弟・一芥ズ?Y:ゞli4イ:胞1ヒ1ご、しるらのと寸′う,
: 6宰てl?;び今～冥嚇え1≦浣7,1イフセい苓田d゛叫″υ言、やc:乙が駐1M5.t.'-ル冫決めるt?
ψど1侮

;o瀉坊をもけ6たぐ,*電2晶七11謔L,早、乙.?aぞれ記本抑印ぐP)え、も4迫を保賽イー
61

ニの協;置衣才ろたD“〉、不書2逸1猷睨し.甲,乙そ眞ぞれ記S押印r;シ之.キ3造咎Q々す
る.

ぐ(aヒz巳{;Qノハ11

1 11熾鉋缶A月1I

1P

『百G地

も酢

代改者

こ.

19耐埴

名称

1誠者

立川酊今5ダ1188θ旬の9

立メリ宿

立Jリイ▼D 16 * τL 口
京客ψ東8%グ競9l「%4483セ

八μ央為くや一Jピ1レ

藝1輔咀餌隋飲m八:7-ゾ1-1

イt1】壜lジイlkレミ{1 量

『

f斤記坤

各 斥

代e者

乙

ベ〈ωむ

本 袢

代立曾

玄川ホ政司1多δτ]β足の9

空1111+1

セ川動長 6 ネ !f ロ
亥京峰右鳥区ぐ峻}Tσ44G3号
SdwⅠy!t・veiレ

蜂寅芥 il唸る快人ク?づクー:
11多侶v込口斥 ゛曾

?
?
J
?
?
?
?
?
?

クIlllll勘?;,も光設胤噌定v?尚\・ 肉-ffM安弊

lu81ゴflla'y a"ai .1cい).)と督!A Te (t 帆止人Iノーj+-.イワーゲ(ッ下:i,flsx{.t
とは,襲式舅1u.3ぷ301付で、幻弔Ⅱα1払児零館(りllポ不富士見学αぱmアZむ,El'fi I恵
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j 9慧1ぢドミ絢10σ!電リ!連fl二(Al%+iクとぜ号ブで芸

●

運生市(以下1甲j という.)と匂逆?分甘磨P活動法人クーカーズコープ(以

下『乙エという,)とは、も生市公の院澤8の樟定菅理者の$定の手続停に繭す

る条例〈平成l7年条例第15分.リ下1苧破条例Jとcr1う,)に碁イさ、次のと

おり苧が設青する児窒q及び児倉鯨を利用して冥εずるキ鼠クラブ事案並びに
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第2率本貝榎の範白と芙宵粂件く第8条一寥11粂〕

第3詰 本玄穆の夷亀(党1z条一第鴇条)

第4隼 偏晶等の扱い(済21条・第n条1

第5塞 禦伍尖胞に偽る申の臨S寥項(箪23条一釘25条〕

負6章 指定智垣委託料及び使而料埠(第26条一第30条)

不7! 恨杏培慎及び不可抗力(富31条一蔦*灸)

露8章 指定簸間の偶了(第37条一第羽東}

第9* 帽定緊閃湾T以前の坩足0取IA[(値くo錘一蒐41t)

jilO鷺 その他(第44条一第6!粂)

軍1晃 捻則

(本S定のl的)

第1条 本色定は・ゆと乙が檜互に協力L1児猛鍔醇處設を汚E,かつ巴滑に管
理する之め(ご之秦なδ零l項を定めるニヒをulf)七する.

ζB定の戸閃)

?2灸 8S定のμ藺は、早威29手4月印から軍級34年:l月3t8までとする.
〈括定管但者の枯定の會纒)

中

この含窯の(社)を針6ため、′甲と乙とは、本杏を2速倶戊し,モれぞれ5 .
名押印の,ヒ、各1その】.通を保有十る.

平A!29竿4号1ロ

甲(地方公:

.九所 在 氾

上記代我者 家生市岳 加 a 育

名

乙(指定管垣合〉

所在填翅柩豊島区殉蜂1-0-3

抱袋五SF'クーlビル

名 称 枠定非営糾沿動法人 ワ・

上記代表牙 代衰玲事 宗 田 ロ
?′ブ

?

:

く西東京市〉

巳 平成2T年αにおける学意保脊所の守瑞に閃する年度協定書

了“・1I I以J' [甲(とll“).)と拉定非富朽活劫臥ワーカーズコープ 〈以下『乙jとい
う・)11・句木束小字宜保冑所外2艶用(6クラ刀(もス下Iq爪保育所lという.)q)宜iユに尺
Lて?Mしt↑ffl 保% ilζ〉胃nにモ1゜ろ基本協定井こrス下j晟*じ之』 という.〉に碁プ2.平成
27午度におリる協定似下rイー色soという.)を締轄する.

(ロ定罠la'l

第1条 *目定の絹間H1平立27年.iniuからダ纒1f311:11日よでとする・

{ノぢ定管理鋒)

第2釆 甲は・平1友27もほのrvl定菅垣14&m算u,いで乙に支弧うものとし,bl宅1貫Dク(年c)
の終了μ,第3条の尺定辷晟プき精4を行う.

2 甲h噸g久いする平庇27グ良のm定廿埋f4は,金 円とし・
D1砥『管阿束拐に保る牲鍔のitUa嗜ぬ辺(のとjlり分′ζ1して支v1う.

3 甲は.乙かe>遍正な請:kがあったときは.所窮の手校に従・】て30F)り.八に附定貨畦隅
を文1ムうものとする.

α}費の精算》

窩3粂 乙は・協定翔簡(年の の柱了後,は只【"支込いを受;ナた指定11埋石の使励tA1らかに
した実絨紙r;藺を,兄やかに中にc出し.なけ出ビaらない.

2 乙は・αffで文1ムいを曵けた航管壇料のつら,込RIA貝の?,汀費jヒび1;やフ代に不ぐ
鵠が生じた墨含(こは,這べjか1:甲に力拍しむlthl41zらノヱい.

(腿よの込h燻槙等〉

笥4条 学宝保宵所の大蜆悦な伐堅,改迫苔ヒペはσ13似ド『往Q等L),X:1新G.巾染名
し〈は球数{;裂Tろκ局社,1PのⅢ6I;辺り隠田としで甲がQ出するbのとする.

3 1件当たりの金麹が50)i円αfの蜂藷等にンいては,甲の承北を父けて.甲が文v,う
I;i電管n胴のガH内で行うものと・,rる.ただし,5万I1収下の作8等及び乙が甲に拉出し
た“瓜事奈tHd貴でI“定した・さ糟卑について11.甲の承必1:6炙とする. (田hlll.に承辿
1たち0Q5Nなt-1

にミリ乾故冷を被Iオした場合は,顕U閾慎に冥Tる怯費について.
?とす潰E????゛2?????-

～

(乙lこよ69&の迷刀

貫シ5条 乙が・甲の支仏う量市で庁4印二よって均入で含るG&(1件5たりの削人5定缶洛が5
WFlrl・LD物品)Iま,1仲あたり50万円以fとする.

3 青品のほ入についてE・ 甲の示認そ必墾とする.ただし.乙が甲に提出した堡ぼ♀與計
国害で予定した恒aの蔭入1;ついて11.申の承認は不要とする. (甲が暇l;承認したもの
とみたす.)

3 乙は・{9品を隋入レたとき1=.碑凸H嵌に5z実に9ξ訂るととらに,杭入した白&の品
る・111}・取臣0・'Df}b任[シ(デ含やか{二9ミニQ告iるも0と1?る,

?
?
?
?
レ

z

:(亨円性を娶する築務〉
川6栄 基本嬉定に定める1)にq門性を姿する.窃Lちfごついて,乙が業務V一部を第二Aに尖HI'

せる場合.1【q初午lζ1よmTとし′(十分その内吉e検kするバI質とすること.
2 乙が東酪の?-9を第劇者じ実施させる場合に才ういて,乙が甲1:提出した年促亭恐計癲存

“Cチ定した朶洗については、甲の尽$l不dとする. (11Iが託1シ'iilXしたらのとみなす.)

I

]({柵料会)
h
P
1
1
6
?
1
?
?
7

第7条 乙は.条例91表3にI印じ↑る1Ⅲキ企の徴収に点し゜〔t:、稠厖客がdを単位としてれ川
した場合のwn目金の畠計額が.当践朽用区分のn忠たは小9り交の体宸川間を早位とした
0用の龜顧を垣えた竣nには、弯玖H用区分の月友たは小,?校の体業輿閏そ軍佼とした苅
川の金Uをヒ訳に徴するものとする.

12 蘂!'aa;;I::貫f慧=′,l' ;;::!,::m:'l::,;:::T
250円として甜す6ものと1゜る.1

(年広平気針西

今8条 乙は,中にQ出した呼度事窯Il測自(ダ烏計刃.人n配軟針c岨(〈ス計囚.モレフ番iの肘
園》のよ1こ掲げる内容を犬史する必要が生じた湯合は連やかに甲に駐恐を行うIiのと1゜る,
(1)保πにかかるanの幼o体u及び配謂人数(恒常的ならのに代ろ)
(2)供常的ム勤務体狐の既災1こ1トう常ty艮と餌宮匂Qnの入件冑繰入

(ちモ覗専の状定)

9缶 本色定に定めの紅い亭項及び本協定に正し疑葭が生じたとき=』.中と乙つ1誠且を誓)・i〔
也怒な11い.これを決定rるものとする一

1

1,ヮ。.76エ.,,,,6.2.,,ユい、お。,.やエ,、271,.ゆ。11,ヨ。え,172.
I
訃
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平成27年4月111

名 杯 八{子市

代1是イjノ\二E.;rMlミ

ミ丁13441?9-?

1%f-早Σ

ヘリ

乙u詣B珪a)

所在壊鴛品K束「釦饅1-44-3あ袋IS?タマピ社・
名 梓 0之ヌ.宮ネ《枯カム人・ノーカーズコ・
代表省 {く哀坪孕 G トυ 7b 口
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く八王子市〉
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?ググ釣6号π'&Q4711先5・

▼,ψ上9々ユ4月 I 0

6貸彷b}噸約ガ

否東京1汗(甲七ユ,:椅定p門iり冑爾法人ワー・カー〆j-プを乙として,甲乙腿Cこ8いて.

(平賭.13り:Ⅲ東身:直1丙第112号)侑1条の洩娠により設置
・rる百束m杏立胃久比佑商(以'Yl保冑Zj という.)の童官書ζ点t7、次σ1東郭こコ:9

Me張鈎ε・締鳶Iす゛る.

〈娑{j撃夷丁

,ラ1-【灸 甲ζL乙ゞ、スL“し係す明の鳶常について、医の各引ζ掲『r〈1緑椿を碧託一冫]る,
0人自児窒昏(障苔児を穴む.)の生t甜おLデタ、保憚附生その伯込hiこ開゛1:ること,

旅筺,{,f誓設慎の保金及び物品の所達ト:関するこ2:.

Ω育???の???生賢啄.詑声曹Ⅰれ及y七の他虞坑範謝こ閏すること,.
4)と.による倶育因の薄eに閃b)事梢、そ0他匹京*ホkが指定ずろ亨務1・:《1す゛6こ

と.

(5).別途定める七ゴ智も8ごll'ttる=と.

?ク 0碩瞥2号に規定する躇枚、ナバM(情.に係るC絹スび征倚で、l件の費平がWフj日
ζ消資楓及び均↓柏宜税を舎ひヮ〉は上のシρ『ついて.は、雨が8己の2月七賞任Kぶ

い"(克帛ずるものとし、.1件の費IDがl0:/l゛円(劉費現及I声白方情費税を含む.)未茄

σJもqト:ついてはヤ乙少癲巳の費用と汁怪に2jいて冥:竜するらのとナる.σ又は乙に

おい1,弁用と冑缶に4夷が士じ6提合には.甲乙va'.cr l!x 咥》のとする.

(遵守h神}

筑2条 乙は、勿条の噌名Ez娶の履行1二弓)艷ウ、轟会、条例警o)旭定l3従b如jれぼ々ら

ない,

2 乙ほ.市契約のヌ厘にfトい知り弊た巴人情報を,池に触いし、又は促倶(,てはなら
ない.衾た、委託岩彷のH的以夕1に綻月?して會』ならセい、・ξ4給終γ怯又は解咋役1.

?棋kする.

?3とdΔ、dぶLMih人カY拳聞114丙4弓シ分胃(平入ヒl1q亡79ヌ「メ(ifi喀5「→()135・〉及丁メ勲jメ〔枦0む特
:悼m人情包像段条Jrl(工成トl年蒙京京ポ条例第{3今)を迎守L1本業楢の文烙k閃

し・(:冶り得た佃人瞬穣Odえい11式矢及び・さⅡ醇の穿故の防1仁そのψ,伺人崎環の埼正

,r管填のたb端・吠ぐ所置kffbなiltilごηらない.

し・配%)

第3毫乙t1、第1条の4ダ注擺蔭を臭hナ6f:め、甲力勾gfする百東京市゛守蝉.faと閾等

1F上の木ギで、必養な穢養を・配置しノt0れ1%αらない.

(持別信αの実た〉
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負1)々い。

3 甲は,契わが除により乙に鱈杏が発生したときは.〒の宜{:.にiじ“cそn唄寅を缶濱L

なけれげならない,

???豹の中し入れ〉

第16条 乙は、こがζ.σ〉゛蚕訂:譜bを代斤ナる者?嬢定で冫るとみ,又『1川:Sいて代脊
r6者を・央定で巻る相摸期(資)を股けられる1き肚、平に対(,この舅玄)の群釣を中し八

扛ることがで8る,

傷状倍媚舜咎)

第L9条?乙η1約の冷Tεr}詐1で、甲仝1瞥縛物伴σxqlき,渡し＾・柑示する七古は、こψ
jψK.に従わなけれ1fならlV・や

{゛軒王浩O粍凹外の栗涜)

第幼゜条 Ltl*本龜歌の般醍日的に合堂し、←〉不葉戒の梨庵←訪+'F々いも沢ねいて,
臼己の☆任と粋Jnにより、ら主亭卒を実賄できるも0Lする.

シご乙は.自主i跳を稟堵一rる楊合0,甲に舛l,で写袂折e免2た?出(,、率鍍に甲0狛謔

卆受けな11几ばならたい、

3 甲と乙rよ、0去番令を実愈ナづに5たゲ(,′別途0主事束のメI絡、条使等←定-)ろ:と

がでさるもの1する,

〔?C6所開)

第8よ灸 寧契廁の期nは,半成29年4111ドからa己カ年3月】叩京でとする.
一

【格眞事唄)

消ご条 木課的及び木英rJの遁用について滉Ωが生じたと含は、又はキψhに?viの々

いp頁に償レ〔1土、甲乙碓をの上定シ〉ろI〉<'l:ovる,

゛ダガりの舒として,#書を2迫坪成し,qと乙がUa?1おの記4I芥印のナ,各自}壱を伜

6丁る.

不戚20年4月ILI

(,乙)受託孕一

(甲)・)託者 東京z6西東京市r打田rkT各6ゞ、l3号

ピt!Rノλl!丁

代宍者 市長 力山1

17

l
1

l

● 平成27郎『〔1-おける学歳保冑PRの臂Qに閲ゞる年欧協定,) 1;寺:l゜:::;:,;iめる…一専門」e頓Tるf薪-レ( 乙が巣6の一Qを第プCJfflざ 1
{ せる場合,当俟坊午廣はIbjとして・1分その内容を倫EするN閉と丁ろこと.

八モ子市 (収下r甲jという.》と持定非営社晶幻湾人ワーh-ズコープ 〈以下j乙2とい ′ :・ 乙が業8の一ゆをm三古に実追させる鳴台において,乙が甲に堤出した年誠事朶1旧デ
う,〉は.上狛木小≠貨保育所外30所(6クラ刀 (以下「学癒保ビTmノという.)の管環に涸 1 で予足した夷6{:つぃては、甲の承認は不会とする. (甲が託k承認したものとみた丁・)

してEむllI-た孝B保育所の管理ヒ閏゛jる品本協岨壱(以下r乙本協定1 という,)1こ,鴫プき,寥醍 1
271clkにhけ6ムf luF「ネB定jという.)を!alsT6. k411111N.>'1

系7条 乙は,条か1241衣3に城定ずる番1m料会の出収に戦しては,tJ用責が日e嘔位とレて(社) }
(繁に朗肖〉 した場合の利川料金の塁f+訊が,当瞑14m区分のR亥たは小宇栓の体業幇閤を1―位とレた i
五1条 和定の幇Iのに、乎成27年4月lHから平ば28竿3n31『Iまでとずる. ′ ?J用の企aてe蕩えた揚合には,ツ饋閂用区分のntたは小↑校の体關関を軍位とし.iO I

・ 川の金望を上戒に徴するものとする.

(111定『垣料) , 2 乙は,学以保育所の延艮缶Rの同用1が.6休みの8qかう8Ⅰむ3G分に小学佼の体

窮2条 甲は,〒處27年廣の指定R埋拝5頃林弧いで乙Iニス払うものζし,幌定期間τ生膚) 1 朗間を単位として利用した塙合にmり.4n分の上段権そzsot!.311分の上岨東

の訣T俵.第3条の疏定に3づき精汀を行う、 : 250円として微するものとする,
2 甲力曜算払いする乎戊27午度の1別七貸壇田L 会 円とし,

詞眠f管μ芦昌に係る経Rの支〃、明橿書5のとおり分箇して文払う. {〈年度事巣計宕】

ユ 甲は.乙から※正ム詩求があったときは.眉だの手ばに従って30(l以内に指定管I9保 第8条 乙は.甲に爆出した年度事只;1囚み(事輩計輔,人員配ぱ計月,収ズ計カ,その他のz1

を支払うものとする. 1 円)の次に撓げる内冨を嚢更する応四が先じた場台lli式や力1に甲に協胤を行うものとする.
(い N青にかかる脹貝の勤済体峡及びao人販(伏當的々ものに以る)

(鋒宍の檜ヰ〉 : (2)鍼當的た9誇停明の公虹に伴うfMjla目と非凭助舅口の人件宍締入

"゜"″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ 瞥,8した実鎖框台畜を、速やかに甲に匹出しな}すれば々らない. αU腎浮の決定)

2 乙目、抵算で文払いe受けた指定菅lnのうら,成90員の人件宍艮びおやっ代に不嬰 ホ搗定に定めのない事項及び杢槙定に関し経社が生じたとs}:、甲と乙}ヱ誠責をもって

aが生じた―合には,速やかにq1に返柏しな}ナnばむら1よい, , 協硝をt〒い、これを沃定アるものとする.

佃設のQ持倍繻a I
訴ク灸 学積保育所の大規模な改崗、戊造eレく夢証≦躇戟′トf岱績等n.又は新般,瑠築若 : 本鴫定を証ずるたの,本筈ぐ2通イy成レ,申ζ乙がそれぞれ記名枠印の.ヒ,各l熾を保右丁る.

しくは移設に要する費用は,甲の財mに晟り反粥として甲が員担するものとナるや ]
2 1件5たりの金aが50万円以下の修傷等にフいては.甲の承aを受けて,甲が史払う ′
指定管理料の箱囚内て行うものとする,ただレ,5万円以下の侭西等なび乙が甲に従出し : 平成27年41118
た年度亭柔}tス鐸で予定した優塔等については,甲0)承認は不姿とする. 〔甲が既に承認
したものとみ々す,)

3 4,,14,」エ、よ。よ。8エ.エ,,よ,ア。,:。,2エ,ッ,,,ユつぃ、. I ゜1゛0ゝ1“゛1ゝ
会購。多算ε。いかbらず乙カ.0担するも。とすう. 1 所在地 八王子i1i兄本♂可三Ta24番東弓

1 名 称 八王子市
9,96,,,,.。8,,3、9、,5,..。5.、。6.,6、1tP'ltQaolRk.。86,,5 1 ゛″゛"゛“゛"″″″′(乙{:よる慎凸の購入)

万11以上の物品)は,1件あたり60ノi円以下とする. j 1
2 偏晶。よ入,つぃエ,エ、。。承。エ.イ。.2ア,,6。,1、4.2年よ1,う」 ′。跋菅理ih

田井で予れた雷品の4人につぃては,甲の孕:&よ不要とする.(甲が玩に水認したもの I ml!111 tlΩ"ぬ袋l-4"%'′ 。う,., 6 ゜ "015″′"゛47-1゛
3 Llt.%Bieakエh'alt.G&bV:IaAl:N'D'f'51お%.、nALl-.Th&U]あ 代N者 1'.mffi亭 6 田

名.仕ξる.取搏日.敗円伽洛等e速やか『二甲に都告するものとす乙.



く日野市〉

1
L J

濃濯
◆レ 姿 托 名 口野市立しんめい兇意館運営糸務委託

委託揚所 H野巾立しんめい兄社館

―1J金額 26, 626, 320内
口 課税事衆者(うち取引に係る酬費税及び地方消費税の額

口?事業省・.

約期間 平成29年偵1口から平成30隼3月3113まで

支・払方法 契約後4回払い

J

委託契約書

一
H
4
?
?

釉Ⅱ鏡:日29

l.972,320円〉

1′

契約保証金 免除

5に漬禦粂1
委托者目野市(以下「甲」という。晃f考J;ご侃4晶こr偏』d≦賜晶における合:

嵩塩び1詞建;島品工l56。、ッやヤやオ,6

平成29年4月1日
ー

(

甲 東京都円野市神明一丁目12呑地のl
-

口目町市

日野市艮 大坪 冬、

乙 東京都畏島区東池裂1-44-3池袋13'P

(特)ツーカーズエーブ

代衣煎事 藤田 徹

印

●
子育て課
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(7)効率・効果的運営への取組状況

*施設利用の促進方策・劇意工夫

1、児童館における効率、効果的運営

(1)乳幼児とその保護奮へeアプ1-チ(j1民童館)

指定管理の運営が始まってから、乳幼兜向けの活動や父親の育児参加促進を目的とした活動、外部講師

を招いた活動など新しい試みや、行事を増やしています。現在行われている乳幼兜向け親子事業の継続は

もちろんのこと、育児不安や発達についての心配ごとにも対応できるようなネットワーク作り、ならびに

職員スキルの向上を図っていきます。また、子とも家庭支援センターや他の親子ひろば等の関係機関と連

携を取りながら子ともの成長とその保護者を見守ります。

l - -ー
一

乳助!.兎とその1′呆荻音ノ\Cアプロ一一一-チ(托意館)

一 11督W■

豐

嘗

-
- -一 一 ー

-
一

一 -
従来の アプロ ー チ

一 - ー
一 -

-

覗も子も家族も

支援する

市民の共助に。(る子育二5

子青て支憑を進とろる

:冬シi′4代ぷ流じ)

允実

ロ 新たな ロ
一

アプロ

ー

ー チ ロ
--

一

2!口2
#n二
7石.～=・父親の育児参加促進と「父親の宗」.の

-ヱ
-

て
-
7 .1一 0′太ffl

一・ -白 ノゞ惰づ\ クの構築
J『;コ 1―閣輸.Ja
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①従来のアプローチ

②新たなアプローチ

ーー

20

ざ71:ニニシ、:゛;:杏′1ミ7-,フ二2′!二“ゴ′一
・、,～一 一 - へ2、.,、1-5 -- -.ご 、.

母親ひとりで悩んでいる方が多く、お子さんを連れて来館し、 1o- 一ゞ ′゛、 J゛ I・
個人的に相談される方もいます。母親に対しての支援はもち . 14-゛I

ろんですが、父親も参加できるような行事を通して家族全体が

笑顔になれるような支援をしていきます。

1・

、,-..一一、.4二一゛゛讃竜≦;゛-二゛5=゛-゛-′ー-

乳幼冗の年齢に応じたサークル作りの支援と、親子ひろばとしての空間、幼児やその保護者が、出

会い、触れ合うきっかげを作る取り組みをします。

/・′ 一一 \. ・゛5冫

地域の高齢者の方1こ読み聞かせをして頂いたら、ハロろ冫ンの際に隣の高齢者施設仁協力してもら

い、お菓子を渡して頂いたりと、多世代交流を深めてきました。今後も従来通りの多世代交流を図り

つつ、賽節の行事を通して更なる交流を企画じて]いきます。その他」こもこれがら大人になっていく中

高生とのふれあし\の揚面なとも作ってし)きたいと者えています。

4′、2で ,!゜- べ)ド′ 11.5。,二、,.J 二 ". : .ニニ、二一 、一゛ ヒ ～一“ .

父親が気軽に子ともと兜童館に来られるように、父親向け

の行事を行って欲しいというご意見を頂き、「パパDAYJや、 ,,
家族全員が遊びに来られる「もとまちファミリーDAYJを ゛

実施してきました。今後は父親向げの育児講座や、ふれあい

遊びの講座などを随時実施し、そこから「父親の会」の発足に

繋がるような事業展開をしていきます。

-含 ,,一一一 ～ ′゛ ″ ′ - フ

ー一J匹閏j町一゛-二Ⅰ-,-ヲ))/1二一)11゛一 - 〕二=--二± セ之2二史ゆQ親工ρろ

ば等の関係機関との連係を強めて行きます。



(2冫小学′主へのアブ目一?チ(晶童館)

異年齢集団の遊びの劇造、そこから生まれるルール作りや相手を知り自分を知る経験を大切にします。

昨今失われつつある子ともたちの“゜三間(時間・空間・仲間)"の共有を常に念頭1こ置いた事業展開、子と

もの自主性を発揮できる遊びや活動、ルール作り、完童館ならではの多様な体験作りを生み出します。ま

た、現状に甘んじることなく、法人のノウハウを活かした新たな事業展開、地域とのつながりを活かした

事業展開を創造していきます。

① 異年齢遊びの劇造と体験が出来る事業展開

② 自主性を発揮できる事業展開

③ 地域との繋がりを体験できる事業展開

:ヘ

クヴ
●小学校低学年(1～3年生を対象)

一 - 一 Ⅳ=lJ51

●みんなであそぼう●

異学年交流と三間(時間・空間・仲間)の共有をねらいとした行事で、小守生だけではなく、時1こは
幼児や中学生が一緒になって1つの遊びを楽しみます。晋段は高学年に面倒を見てもらうことの多い低

学年の子ともだちも、幼完のサポートに一生懸命になったり、率先して遊びのルールを説明してくれた

りと、児童館ならではの異学年交流の揚になっています。「みんなであそぼう」1こ参加してくれた幼児

が、卒園した後も維続して来館し、保護者の方からも「あの行事が楽しかったみたいで、小学生になっ

ても遊び1こ行く!と言っていたんです。」と嬉しい言葉を頂きました。

-

●小学校高学年(4～6年生を対象)
一

●自分たちで作り上げた館内宿泊行事●

児童館の人気行事に「じどうかんに泊まろう」があります。館肉{こ宿泊し、持ち込んだゲームや館

内にある玩具で夜まで遊び、翌日の朝、帰宅するというものですが、2016年度から新たな試みを始

めました。実施日の3か月前から実行委員宗を組織し、自分たちで宿泊する時のルール、遊びの内容

を決めるという取り組みです。参加した子ともたちは児童館の中心メンバーで、時として゛自分たち

の居揚所"を強く主張しすぎて館のルールを守れなかったり職員から指導されたりする子ともだちだ

ったのですが、実行委員余に参加したことで、自主性や協調性が育まれ、職員と一緒{こ行事を1乍り上

げる事が出来ました。当日は、自分だちで決めたルールを守り、子ともだけでなく職員との時間の共

有もでき、子ともたちとの関係性が深まった印象深い行事となりました。

●利用者協議宗
-

もっち一トーク(利用者協議宗)の中で、子ともたちに意見を聞き、話し含いをしています。本や玩

具、行事への要望から、時計の設置のお願いなど、子ともたちからの意見は多種多様ですが、できる範

囲で子ともたちの要望をかなえ、児童館運営に活かしています。
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(2)中高三1三ヘのアプ日・ー?チ(i民1責ぎ召)

一

r
-

1

①中高生の利用機公の拡大

②藩ち着いた雰囲気の空間作りと交流の揚

③スポーツ活動の充実

④中高生の学習支援

 中高生の多世代交流と地填活動の推進

中高生?醒怜へ0〕ア゜ブ“こ一テ
-
-一 -

1
.
」
ノ

一 -

①中高生の利用機会の拡大

中高生の利用機会の拡大を図るため1こ、中高生の活動やイベントの企画作り、完童館を利用する中

高生の声を集約し、実現させるなど多岐に渡り実施してきました。子とも達の希望や声を実現させる

だけではなく、今後は中高生向け行事の拡大や様々な活動を通して中高生も成功体験を得ることがで

きるような事業展開をしていきます。

②蕩ち善いた雰囲気の空間作りと交流の揚

自主学習・読書などができる空間を大切にし、蕩ち着いた雰囲気を作ります。また、児童館での同

年代の出宗いを通じて自分の学校以外の人間関係を広げ、一人ひとりの価値観を拡げます。

③スポーツ活動の充実

バスケットボール・卓球・室内ベースボール・ダンスなどのスポーツ活動を升実させます。

④中高生の学習支援

不登校や非行等で学校生活になじめない子ともたちを支援します。家庭や

学校、関係機関と連携し、学習支援や生活支援等の一つの揚として受け入れ

ます。

r
r

一

h 1

rW1

κ
▼・

151?

響メ≦■匣シ

)

:?

 中高生の多世代交流と地域活動の推進

希望する中高生は、積極的に乳幼児の遊びやプログラム1こ参加して、交流を深めます。また、文化

活動やダンスやスポーツなどを教えてくれる地域の方を講師として招きます。地域の人たち{こ向けた

中高生活動の紹介や発表の揚も広げていきます。
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2、学童保育所における効率、効果的運営について

(′i)これまで(01呆青1ごおj-?:一る工夫どlぞのさ汗貝

①メリハリある生活

市からの運営を引き継ぎ、継続してきたことは集団生活とメリハリのある生活を送ることでした。

第一に職員との信頼関係を築くために、子ともたちと丁寧に関わり、話じ台いを進めていきました。

初めは、思いが伝わらない子とももいたのですが、自由時間の保障と集団で過ごす時間をどちらも

確保し、メリハリをつけて学童保育所の生活が楽しめるように工夫をしていきました。

②食育の充実

おやつの内容は、マンネリ化する事の無いように他の施設との情報交換、台同の研修を実施する

ことで内容の充実を図っています。常勤職員が週1～2回程度、季節を感じる果物や手作りおやつ

の提供、時には手作り昼食を用意しています。特に自主事業の「お弁当の日」は、子ともたちにお

弁当作りを経験してもらうことで、保護者への感謝の気持ちを感じてもらうこと、また{呆護者の方

の負担軽減の2点がねらいです。お弁当の日は子とも、保護者どちらからも好評で、今後も維続し

て、食べることへの感謝の気持ちを育んでいきます。

③地域行事への積極的な関わり

地域の様々なお祭りや行事に参加することは地域を知り、愛する心を育める機会と者えます。学

童保育所でもファミリー運動会や図書館の読み聞かせ会・映写舎、ふれあいまつり・もとまち、さ

わやか夏祭りなど1こ参加していきました。また、ファミリー運動会では職員が運営に関わる事で学

童保育所の関係者をはじめ、地域の方と関わることが出来ています。その結果、子ともたちが地域

の活動に関心を持つ姿が増えたり、地域の人からお声掛けやご挨拶して頂いたりすることが増えて

いきました。

(2)今簑1こ南けだ劃意工夫

①学校、保護者の宗、さわやかプラザもとまち、放課後子ともプランの方などと連携を図りながら一緒

に作り上げる行事を積極的{こ企画します。

②過去5年間でも協力してきた、校庭キャンプをはじめ、保護者介主催の夕涼み宗・卒所式、さわやか

プラザでの異世代交流企画、学童保育所企画の子ともプランの行事など、法人ならではの企画を子ど

もたちと者えて実施していきます。その為、日頃の保育の中で、子ともたちの思いや考えを聴き取り、

行事に反映していくことや人との関わり方や接し方などを指導していきます。

③もとまち地域会議などで学童保育所の様子をお伝えし、学童保育所の行事などを知ってもらうこと

で、地域の方々にご協力頂けることが増えてきています。今後も関係者の方々との関わりを通して、

学童保育所の職員一同、地域の方と顔見知りになり、地域の力で子ともを見守り、支える関係を広

げていきます。

④「七夕飾り」「夏ならではの水遊び体験」「年末のお楽しみ宗」「正月遊び・伝承遊び」「節分やひな祭

りおやつ」など、季節を感じる行事を計画します。

23



3、家庭との連携

←{)児萱舘

-

①利用者との日常の会話を大切に
▲?2!〈神11?紳ζ)

家庭との

連携
r
1
も
1
1
1
1
ζ
-

1レ1I hレM自bユ ～hb1h

もとまち地iffl8議への参

加や利用者協議会の開催

ー

②利用者との情報交換 ←H1崎―暗

兜童館だよりの工夫、ニュ
一

-スの発行、掲示板の設置

①利用者との日常の宗話を大切に
-

●ある保護者との出来事●

保護者の中には子ともの発達を心配していても、誰にも話せずに悩んでいる方もいます。兜童館の

2階で行なった乳幼児の行事が終わっても1階1こ降りす、親子で遊んでいた方1こ、活動中の子ともの

表情の変化を伝えたところ、母親から「実は言葉の遅れが気1こなっているんです」という相談があり

ました。話しを聞いた職員が発達についての知識を持っていたので、相談に対してすぐに応えること

ができ、結果その親子は毎週来館するようになりました。その子ともも児童館で遊ぶことが楽しみに

なり、出来る事や表現が豊か1こなり、来館するたび{こ子ともの発達や成長を共1こ喜び8っています。

相談1こ応えることももちろんですが、その後の共感や一緒に考えていきたいという職員たちの気持ち

が実を結んだ出来事でした。

②利用者との情報交換

・もとまち地域会議への参加や利用者協議会の開催

完童館の運営に、利用者や地域の方に関心を持って頂き、よりよい事業運営をするために、もと

まち地域宗議に参加させて頂いています。地域の方はもちろん、小学校や中学校、関連団体の方だち

との情報交換、意見交換は究童館運営に欠かせないものになっています。また、月童館の利用者協議

会も回数を決めてしまうのではなく、要望や意見が上がった時には随時行い、利用者の方からの生き

た意見を積極的に取り入れていきたいと考えています。

・児童館だよりの工夫、ニュースの発行、掲示板の設置

兜童館のおたよりだけではなく、もとまち児童館独自で乳幼児向けのおたよりや咎行事の個別のチ

ラシを作成し、広く、ピンポイント1こ情報が伝わるようにしてきました。
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(2)学童鑞青頭

- ①日々の情報共有における工夫

一

ー

4冫二t4リ

一

②連絡帳の取り組み
1

―シ―く1鴫16j

―1喝■-1 ③学童保育所お便りの充実

家庭との
】?二

一

連携

一 N--?～?ヤーヂーI--:----??F

1

- 一  個人面談・相談の重視

一

④保獲者宗の重視・アンケートなどでの声の反映

- - - ー一 - コ纒11a≧―■自Mh-レ噛ら1 一

一

N―■―■――――ト略1詞-―h1～―し＾?1- ー -一 ー

-

 f呆護者の宗(保護者宗)との連絡・連携

ー 1
-一ー

～ 一

l
ξ

①日々の情報共有における工夫と今後の展望

学童保育所の運営において日々の情報共有は非常に大きな要素だと考えています。

昼礼時に、昨日起きた事、対応した事例の共有をすることはもちろん、様々な変更などの連絡共有

も職員間の連絡ノートや保育日誌などを使い、誰が対応しても間違いの無いようにしています。また、

学童保育所のみの宗議だけではなく、別棟の施設ですがもとまち児童館職員との8同の去議なども行

い、連携と情報共有の揚を設けています。

他にも、保護者やご家族との情報共有ではお迎えの際のコミュニケーションを大切にしています。

その関わりの中で日々のお子さんの様子や成長を共有し、お仕事などの疲れを癒やせるような暖かい

雰囲気で迎え、交流できるように心掛けています。また、兄弟を連れてお迎えの家庭もあるので、将

来学童保育所が安心で楽しみな揚所になってもらえるように交流しています。その中から子育ての相

談を受けたり、卒所後の兄弟の成長を共有したりする機会も多くあります。

②連絡帳の取り組み

子ともたちが安心して生活する姿が、保護者の何よりの安心だと考えます。学童保育所での日頃の

様子や子ともの成長する姿を、丁寧に伝え、子育ての不安や悩み、喜びを共有し、働きながらの子育

てを支えられたらと考えます。出来る限り日常の様子を書き込み、お迎え対応以外の方たちにも子と

もだちが学童保育所でどのように過ごしているかを伝えていきます。
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③学童保育所お便りの充実

家庭との関わりや共有には、お迎え時などのコミュニケーション応対や電話対応もありますが、忙

しい保護者の方とのやりとりでは連絡帳や定期的なお便りの発行が中心となります。個々の様子は、

個別の伝え合いになりますが、学童保育所で過ごす子ともだち全体の様子や日常など幅広い情報の中

で子ともの様子を知ることも大切だと考えています。毎月1回の定期発信と必要に応じた情報提供を

行います。
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④保護者会の重視・アンケートなどでの声の反映

年に3～4回の保護者会は、職員とだけではなく、保護者同士の交流や、いっしょに子ともを宵て

ていく家庭とさまざまな価値観や意見を出し台い、よりよい子育てを考えあう揚として貴重です。有

意義な揚になるようにテーマ設定や工夫をしていきます。また、アンケート活動などを通じて、保護

者宗に参加しにくい方々の意見反映も大切にします。

 個人面談・相談の重視

一人ひとり違う育ちにあわせて、保護者と信頼しあい、力を台わせる機宗です。随時必要に応じて

個人面談を行える環境と、年度末に向けて個人面談期間を設けて次の年度への相談や共有、支援方法

を確認できるようにしています。家庭や学童保育所での子どもの様子・変化・成長を確かめ合って、

これから必要な支えを見つけてし)きます。また、{動きながら子育てをする家庭の悩みなども受け止め

対応していきます。

ヘ

:

 保護者の舎(保護者宗)との連絡・連携

日頃の学童保育所運営や保育への理解を深め、子ともたちが楽しく豊かな放課後等の生活を過ごせ

るように保護者の宗(保護者会)の方だちと情報共有・相談・連絡を丁寧に行っていきます。また、

夕涼み会などを中心に、学童保育所職員として保護者の方々と連携し子どもたちのために共に楽しい

行事や取り組みが行えるように協力し台える関係を大切にしていきます。

一
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4、地域との連携

←6)5とま5工:ζX宗議、jふ11Jろ(・゛CまつI2・もとま:ニヘQ)参:01

もとまち兜童館では、「もとまち地域会議」だけではなく、地域の大きなイベントである「IS\れあいま

つり・もとまち」に参加させて頂いております。実施までには実行委員宗を何度も行ない、その中で情報

交換を密にすることが、よりよいお祭りの実施へと繋がっています。その中で上がる児童館への要望や、

地域の方々、PTAの方々からの意見に真撃に耳を傾け、既存のお祭りに固執せす、児童館として新たな

イベント性を模索してきました。今後も、地填の声を受け止め、事業に反映できる開かれた施設を目指し

ていきます。

一

一

l
1

1

l
1

I

艷 -

r冫
v1

―腎バ〒L・.-1

旬鴨S

】

1

1 ー

1
レ

置

耐

①もとまち地域会議

ふれあいまつり・もとまち く:===:〉  民生員・児童員

②地域福祉推進協議
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③保護者会

④学校  子ども家庭支援センター



( ];]1 〕 地子ξl)' a;q:l,i二jζ}三i!;: i罰室4MW.,云;;]: ・″゛・・、(A. 参'kiiミ

2015年度より、国分寺市地域福祉課主催の「地域福祉推進協議会」1こ参加させて頂いています。様々

な市民や団体と情報交換や共有ができることで、晋段は見落としがちな配慮や活動のヒントを得られてい

ます。今後は協議会で繋がる事の出来た方たちと一緒に、地域の役に立つ働きや月童館ならではの活動を

進めていきます。

(,3);呉k晋舎の開注}学重服責所)

東元町学童保育所では、年4回の保護者宗に加え、入所説明宗、必要な時は臨時の保護者会を設け、地

域や保護者との連携を図ってきました。今後もその連携を活かし、より良い保育の実践を進めていきます。

ア)学童保育所の目指すものを伝えます。

イ)住民の声を直接聞きます。

ウ)地域のさまざまな人の力に出舎います。

工)これからの学童保育所の具体的な活動に活かしていきます。

(4)学警との?携

・学校の担当窓口、子ともの担任の先生との日常的な連絡や関係作りを大切にします。放課後の子ども

たちの様子、成長、変化をニュースや担当の先生との交流を通して伝えます。

゜運動宗や学芸会、卒業式などの学校行事の見学をしていきます。子ともたちの学校生活を知り、日常 ・

の指導に活かします。また、毎月のニュースを届けたり、子どものことで必要に応じて、学校の先生

から情報を得たり、相談じ台える関係を日頃から築きます。

(ミ)子と′墨Cg支迂センター,辷.民生委曇,、巳童委員との造1ム

もとまち睨童館では、民生委員の方や臨床心理士、国分寺助産師宗の方が各種の行事に参加して下さり、

乳幼兜の保護者への育睨相談にも関わってくれています。地域の専門の方と協力しながら、利用者が安心

して子育てが出来る環境をより一層整えていきます。また子ともたちの安全な生活を守るために、学校で

も家庭でもない睨童館という揚所で、様々な顔を見せる子ともたちの様子を見守り、同時に子とも家庭支

援センターと協力をしながら情報共有を行います。

更に学童保育所においては、今後のあり方のひとつとして、その地域における子ども家庭支援センター

の分室的な役割が求められています。子育てに対して不安や悩みを抱える保護者の相談や、虐待または虐

待の疑いのある子ともを発見した際に、速やか1こ関係機関へつなぐなと「子育てのコーディネート」をし

ていく必要があります。

学童保育所に通う子ともの中で気になる子ともに関しては、子とも家庭支援センターの方と話し台いの

揚を持っています。様Rな角度から子どもたちを支援しようとする姿勢や、家庭環境の背景から原因を探

る家庭支援センターの情報は、子ともたちと接する上で参考になります。

＾????吟???―?へ,.?
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(8)受託への熱意・意欲

～全ての子と6と(呆詠旨、ぞし.1.7J-;i,;迎耶}1:と二・て賢心で雪ろ・:討:./い尼一:C所メ巨指して～

1、もとまち児童館4年間の歩み
ー
- 一-ー

一 -
- -

―rコl―-へ1ト町1吻鴨1甲 ??!

利用者との信頼関係

の構築

-
ー

翫転.

・粘り強く思いを伝える

・来館、退館時の挨拶の徹底

・どんなに忙しくても心ず仕事の手を止め

て挨拶やコミュニケーションを図る

・地域行事への積極的な参加

指定管理者としての

特色を生かした運営

・実行委員形式の小学生向けイベントの

開催

・乳幼児室の新設

・他の児童館では行なっていない低月鈴兜

の親子活動

・もとまちファミリー○AY,パパDAY

などの父親向けイベントの実施

など

取り組み

など

-

C

1

j

{-一-・---?
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〈4年間の指定管理運営を終えての利層者や地填からの声〉

- 川-ク■閤嘲11fh雫～ - →匈11-―Ph■―――

・指定管理に移行してから児童館の雰囲気も良くなった。

・指定管理に移行してから、お祭りなどの地域行事の参加者も増え、地域からの提案にも

積極的に取り組んでくれて有り難い。

・他の児童館では見られないiテ事があり魅力的です。

・光町や泉町からの来館者増。

ー

など

一

一
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(一;)子と・6]・こ",?・5の弯?]15と寸後iニ?晟望

指定管理移行当初は、今までの職員が居なくなったことや、新しい職員の言うことに対して反発する子

ともたちの姿も見られましたが、来館時退館時の挨拶をはじめ、粘り強くこちらの思いを伝えてきたこと

で、子ともたちとの関係性も変化していきました。現在では完童館が遊び揚としての存在だけではなく、

身近な頼れる大人がいる居揚所へと変化してきています。今後の兜童館の有り方として、放課後の遊び揚、

安全な居揚所としての機能だけではなく、社宗経験や巽年齢活動を多く経験できる組織活動などを作り、

遊びを通して子ともの健全発達を促していきたいと考えています。

(2])烏用晋(l′: 刺だ誓;〔0)変1ヒと今講e層呈

指定管理が始まってから、乳幼児親子に対して来館時の挨拶、退館時の挨拶を徹底してきました。急ぎ

の仕事があったとしても事務室から挨拶をするのではなく、手を止め、玄関まで必す職員が出ていき、一

人ひとりに来館に対する感謝の気持ちを伝え、退館時のお見送りもしてきました。他にも乳幼完室を新設

したり、他の兄童館では行っていない低月齢児の親子活動を行ったりと、試行錯誤をしてきた結果、登録

者数も初年度と比べて100人程増えました。また利用者層を見てみると、もとまち地域や府中市民の方

が利用の中心ですが、光町や泉町から、もとまち児童館の行事に参加するためにわざわざ来館してくださ

る方もおり、その後の日常的な来館にも繋がっています。

今年度から新たな試みとして「もとまちファミリーDAYJを実施しています。乳幼完とその保護者を

中心に親子体操やプレイパークなどを行ない、その間に1階で地域の野菜を使った軽食を作り、無料で提

供するもので、父親の育完参加や小学生の食育なとをねらいとしています。行事の日は父親の来館が増え、

いつもの児童館とは少し違う雰囲気になっています。今後は乳幼児親子が来館しやすい環境作りや行事の

開催だけではなく、近隣の様々な施設や専門家、子とも家庭支援センターとの繋がりをPRL/、育児や発

達1こ対する不安や心配ごとに対しても対応できる、共感できる施設作りをしていきます。また、その中か

ら「父親の去」を作り、地域の父親の育児参加を促していきます。

(3) .:l.可屠音り1niゞ[・jX已の声

指定管理が始まり、少しでも地域に貢献できる館

でありたいと囲童館運営を行ってきました。その中で、

地域の方たちから貴重なご意見、ご指摘を頂く事や、

私たちの活動を評価して下さる事などもあり、いずれ

も運営に対する意欲に繋がっています。

「指定管理に移行して良かった」「他の児童館では見ら

れない行事があり、魅力的です」などの声は、私たちに

とって最大の励みであり、今後も劇意工夫を重ねて今ま1

でとは違った冗童館運営を行ない、もとまち地域に貢献

1プ5\士士廿

'c7'cvTζ玩玉一ソτ

1
ノ

一 ▲

1
r

L」

▲勿

-

レ気
ーレ帳 ・l-:コ

ψ7

ツ猛

・

1a
一

さで1
O
p
略

30



エ～汗 主涯瞳1どぎ?く]一、一～-J,'- とZ' -ξ5, %,,!,-%,(一)゛どニニf()冫i二ja.'y,i,Iiffl,'J., ??a'???+. .、 iむイ嗣二{:'-ZE I!Ⅸ]]:.':a"1:;?>'a7Za,.0>' テ{ i'T'5?'o.X1〉11"'j'? =Cl 丘:スミョ÷主〒冫7、1窮ζ-!呂 ′二ξ\i三さ
?j三ヨ工i;冫二酷三?

2、東元町学童保育所4年間の歩み

\1I

当
乞3
eミ.:
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集団生活作り 子ともたちが主体に

取 り組み

2噌阿1内Cと――馴d繁声の昨雫レ1 ー

l
l

f
i
6
隔
"

・集団で過ごす時間と各自が自由に

過ごせる時間のメリハリをつける

・班作りも大人主導ではなく、子ともた

ちと一緒に決める

・おやつの時間を決める

・話しているの人の声、姿に気持ちを寄

ぜることの大切さを伝える

・司会や当番などの役割を担う機会を多

く設ける

・学童保宵所でのルール決め

・お誕生金でのおやつのメニュー決め

・遊びの提案や、ルール決め

・障がい児へのサポートと成長を見守る

なと

など

Iー 一 -

1

ー -一-= -?:二F? I

く子ともだちの変化〉

・自由な楽しい時間が体験できるようになって、子ともたちの顔つきが変化していった。

・班決めの際に自分の仲の良い子ばかりで作るのではなく、「自分ならこの子のサポートがで

きる」など、一緒に生活していく仲間という意識が芽生えている。

・クイズやミニゲームなども子ともたらに出題してもらう事で、仲間の話に耳を傾ける雰囲気

が築かれていった。

・生活の流れや時間の変わり目に、子ともたらが自分で気づくことができるようになっだ。

など
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①メリハリ

学童保育所という異年齢の子ともたちが共に過ごす揚において、集団で過ごす時間と各自が自由1こ過

ごせる時間のメリハリをつけ、気持ちよく過ごすマナーやルールの大切さを知ってもらうことを重視

して取り組んできました。初めはなかなか聞き入れなかった子とももいましたが、実際に自由な楽し

い時間が体験して行けるようになって子どもたちの顔つきが変化していきました。

②班作り

班作りも子ともたちから班長を募り、班長と話し台いながら決めていきました。初年度は班長になる

子ともたちも「好きな子と一緒の班」という考えが多かったのですが、今では、「この子のサポート

できるから自分の班に入れてもいいよ」「おやつの集まり遅い子だけど自分が早めに呼ぶよ」など、

様々な個性の子ともがいながらも一緒に生活をしていく仲間という関係まで深まってきています。

③おやつ

おやつは時間を固定して決め、学童保育所のみんなで食べる習慣をつけていきました。座って食べる、

片づけをする、話を聞く、基本的で大切なことを一つ一つ伝え、体験していきました。

④帰りの舎

帰りの合など集団で集い、話をする場面では、話している人の声、姿に気持ちを寄せることを大切に

してもらえるように働きかけできました。中には騒いでしまう子ともたちもいたため、「誰かの為に

いいことをしてくれた子」を職員が気が付いた時にメモして、帰りの会で発表する取り組みを行いま

した。日々の小さな出来事も全体に伝えることで、優しさを知り友だちの良い面を知る機会となりま

した。

 役割

長期休み中は希望を募り司宗や当香ができる様にしています。掃除や帰りの宗の待ち時間のクイズや

ミニゲームも子ともたちに出題してもらう事で仲間の話に楽しみながら耳を傾ける雰囲気が築かれ

てきました。

〈]2:)子ともたちた主{本(こ

学童保育所のルールやお誕生会のおやつのメニュー、遊びの提案など、出来る限り子ともたちと者えて、

興味を持って学童保育所の活動に取り組めるように進めてきました。

その結果、少しすつ子ともたちにも変化が出てきました。また、子ともたちと一緒に掲示物などを作成

したことで生活の流れが分かるようになり、時間の変わり目になると子ともたち自身で気付けるようにな

りました。

施設としては、障がいを持つ兄童の入所も増えています。また、発達のことや気持ちに大きな波を泡え

ていて気になる睨童も在籍しています。子ともたちは色々な仲間がいて、違いを知り、けれども守らなけ

ればならないルールやマナーもあり、どうしたら良いか、どうサポートすれば一緒に歩んでいけるかを学
?11ワ?L陣1?↓?1＾?? 戸鉢門」b―\1門一?Ⅱ? ■ ＾?110?=口;一トーコ八＾Gち?1 ?1大?々一社1\?＾ハー笛II?I→-P-}

それそれのペースで成長し変化していくのを待ってあげる心が施設の中の雰囲気に出来てきました。
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2、4年間の運営で見えてきた課題

(゛i)5で範の育児参加{足進

メディアで報道されているよう]こ、母親が主になり、1人で子育てを担っているという話しをもとまち

究童館でも耳にします。それと同時に、父親に育児参加の意志がないのではなく、休日の際に子ともと行

きやすい揚所や環境、行事が少ないことも教えて頂きました。乳幼完親子に限らす、多くの世代の親子が

参加できる行事を企画し、交流を図るとともに、いつでも寄り添える揚所とし、地域に根付いていきたい

と思います。

(2)社衾継験、宅然体該の減少

4年間の児童館運営の中で、子ともの周りから社宗体験や自然体験などを、体で感じて学んでいく機

宗が減少していることを感じできました。安全で安心して過ごせる居揚所が習い事に移行し、失敗がマイ

ナスだと捉えられがちな中で、失敗から学ぶこと、異年齢交流から学ぶこと、自然体験から学ぶことなど、

子ともたちが体験、経験から学べる機会を児童館として積極的に作っていきます。

(3)1凍がい垢の居・揚所

障がいを持った子ともが学童保育所に通うことが増え、放課後デイサービスの需要が大きくなっていま

す。以前よりも施設を選べるようになりましたが、今度は中学生・高校生以上の居揚所が無く、中学校・

高校を卒業後、どのように過ごせば良いのか悩ましいという課題があります。大人になった時の居揚所づ

くりもワーカーズコープとして考えていきます。

(4) Zl一年生±メ上の呂揚所・学童(果宵所○ニース

指定管理1年目、まだ1・2年生の保護者の方から4年生以上のわが子の生活の心配が出され、年々多

く聞かれるようになりました。実際に4年生以上になって、地域や習い事・塾などで過ごせている子と

もたちもいますが、家庭状況や保護者の勤務先よっては災害時など仕事を優先にしなくてはならない家庭

もあり、不安で心細い思いを抱えている児童もいます。日頃から関係を築いていき、寄り添える職員がい

る居揚所が4年生以上の児童にも必要と感じています。

3、課題解決に向けて

指定管理運営を重ねるにつれて、協力して下さる地域の方々とのつながりが広がってきました。当法人が、

市内で担っている施設(2荒童館、7学童保育所、民設民営学童保育所、福祉センター、放課後等ディサー

ビス)の連携を最大限に生かし、障害の有無を問わす子ともから高齢者まで、世代をこえて地域福祉に関わ

り、まちづくりに貢献していきます。
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ζ-i)池i1o=,-)と共釈二i亡41?;涜L祇モ;;以ころる

囲童館・学童保育所主催の活動だけではなく、地域の方々や保護者の方々と一緒に地域活動が出来るよ

う1こ働きかけていきたいと思います。

①「もとまちファミリーDAYjを地域と一緒に運営にしていく

②もとまち地域宗議に参加し、町宗・自治会を一緒に盛り上げていく

③「父親の宗」をつくり、横のネットワークをひろげる

④卒所生の会をっくる

●もとまちファミリーDAYの実施●

2017年6月からもとまち兄童館で゛゜もとまちファミリーDAY'′を実施しています。地域の方から、

父親が%RIこ参加できるイベントをして欲しいという声がきっかけで始めた行事です。父親の育兜参加

促進や、地域にある食を通しての、今までの児童館とは違う新たな「居揚所」の提供がねらいです。

児童館の職員と学童保育所の職員が協力し、親子体操やプレイパークの実施、地域の野菜を用いた軽

食や市内にあるともしぴ工扁のパンの提供をしています。行事を行なって行く中で、地域の農家さんが、

ポスターの掲示を申し出てくださり、国分寺助産師会の方や臨床心理士の方がイベントに参加し、保護

者の相談に乗ってくれたり、民生委員の方たちが調理のお手伝いをしてくれたりと、遊び揚としての児

童館とは違う「肩揚所」作りが進められたよう{こ感じています。小学生にとっても無料の食事提供は驚

きだったようで、食事目的に来館する子ともたちも回を重ねる1こつれて増えています。

今後も2施設での連携、地域との連携を、様々な揚面で地域に還元できればと考えています。
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安全な遊び揚、居揚所、三間(時間、空間、仲間)の共有が失われつつある社介に置いて兄童館の果た

すべき役割は大きいと考えます。社会性を育む活動や、ボランティア活動、食育など、経験し、そこから

学1Sゞことを重視した事業展開をしていきます。

(○-F78付1諜共Z扉1てyζF1士達辷1突岩テF六酔1)さ才つ欠btた畠亀費!ナ士Jよ?tダχ六ごIv冒寥」こシ1 -:- ア′ニ ー -

き込む

②定期的に子ともたちを集め、異文化学習や、館庭を活かした野外活動、障がい者スポーツ体験など、

酋段触れることの少ない文化やスポーツを経験できる揚を作る
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(3)障冫〕\い1児、障;・〕き(,)?≦の居]:易所・;乍l2

障害のある子ともの居揚所作りと、18歳以降の若者・障がい者の就労揚所作りにも力を入れます。

①放課後等デイサービス

②児童館主催のペアレントトレーニングなど、保護者向けの講座開催

③障がい兜者理解の研修の充実

④障害者の就労継続支援 等

〆′一゛
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●放課後等デイサービス「すてっぷ」との交流●

平成28年度にもとまち完童館で行なった「クリスマス宗」に

昨年度法人で立ち上げた放課後等デイサービス「すてっぷ」の

子ともたちが参加してくれました。晋段は関わる事のない子とも

だちですが、レクリエーションをはじめとして様々な交流を持つ

ことが出来ました。日常的1こは当法人が指定管理で運営している

ひかり究童館を利用してくれています。一人の子ともに同じ法人

の多くの現揚職員が関わったことで、f呆護者の月からも「安心で

きる」という声を頂いています。今後も複数の現揚を運営するこ

とのメリットを生かしながら、日々地域の方たちのニーズ1こ応えて

行きたいと思っています。
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(Z-〕民設民烏放娯簑活童クラブ(学童1呆育所)(ε設置を5フてlai K

国分寺市の状況として、子育て世代の流入により、学童保育所の兄童数が増加傾向にあり、子ともの数

が平成32年をピークにその後も減少1こ転じないと言われています。そのため、法人として、公設民営の

学童保育所の運営だけではなく、民設民営放課後兄童クラブの開設も積極的{こ行っていきます。
①児童数の入所率が高い地域に民設民営学童保育所を設置していく

②民設民営学童保育所内で親子ひろばや利用支援事業など、自主事業に取り組んでいく

③子ともだけでなく、高齢者や障がいを持つ方たちが集う揚所とする

④4年生以上の囲童の新たな居揚所とする
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(9)事業運営への独劇性

*団体等でしかできない事業提案

1、市内全域での子育て支援とまちづくり

C.i)i月童館!司士Ω交j奔の強・1ヒ

他の児童館との台同行事を増やし、晋段は関わる事の少ない子ともたちや保護者、そして職員が交流

できる揚を増やしていきます。

(2"> l'-'(:!' J) 学tIjミvsj-斥と'M'xM'-' ijrZ L迂1c[テ3 二・ ぞ乞こ'Yc'弓fj:('l,.二241 )うプ日1 ゝ

国分寺市内にある2兜童館、7学童保育所、1民設民営学童クラブは当法人が運営させて頂いていま

す。そのスケールメリットを活かし、台同の遠足の企画や武蔵国分寺公園など市内の公園や施設でのレ

クリエーション、スポーツを通しての交流を図りたいと考えています。

(3 )「民設窯雲放誤役1民童タラフ.3(学仝{呆弯所)

今年度より、国分寺駅前1こ民設民営放課後児童クラブを開設しました。既存の学童保育所と連携する

ことはもちろん、地域に開かれた施設を目指したいと者えています。児童の在籍数が定員数を大幅に超

えてし)る学童保育所もあり、狭隘状況の解消のために、学童保育所の増設は非常に重要です。また、ま

ちづくりの視点を忘れず、地域の課題をともに考え、解決することを大切にしています。

(.乙ij国分寺市立箋祉ゼ二I?ター

国分寺市立福祉センターで行っていた英語の発音教室に、当法人が運営する

学童保育所の子ともたちが参加させて頂きました。当日は英語の発音を楽しく

勉強し、講師の方が子ともたちに喜んで欲しいと、一人一人に風船を配市して

下さり、バルーンアートまで行ってくれました。その後、ビンゴゲームをして

景品も頂き、子ともだちはとても楽しく充実した時間を過ごすことが出来まし

た。国分寺市立福祉センターの運営も担うこととなってから、初めての交流の

機会となりました。
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昨年度より市内に開設した放課後等デイサービスでは、学童保育所に通っていた障がい完をお預かり

しています。同じ兜童を異なる同法人内の施設で見守ることで、子ともたちの成長や特徴などを、職員

間で共有し、包括的に子育てを支えるネットワークを築いています。職員の完童対応の専門性も高める

機舎にもなります。
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2、社会連帯活動

働く者とワーカーズコープがお金を出し台って「社宗連帯委員会(2004年11月)」が発足し、地域社

宗との連帯を大切{こし、その課題に応える活動と共に、自治体や地域の様々な組織と一緒に進めてきました。

一人ひとりの市民が繋がり台い安心して暮らせる社宗を目指して、法人と働く者、市民が会員となり積立を

行っています。その活動資金により、市民や各種団体とともに多種多様な地域貢献の活動を行ってきました。

昨年度からは当法人が運営しているひかり児童館1こおb)て、「ひかりごはんフエス」、今年度からはもと

まち児童館で「もとまちファミリーDAYJを社宗連帯活動として実施しています。子ともだちやその保護者

に対しての安全、安心な食の提供、父親の0完参加促進につながる行事の開催などが活動の中ipilこなってい

ます。
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2016年5月より当法人が運営するひかり児童館で月に1度ど′ひかりごはんフエズを実施し

ています。児童館に遊び1こ来る子ともたちの食事がζカップ麺や駄菓子など栄養価が低く、食品添
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加物が多く含まれるものであることに対して、何か出来ることはないかと思い、始めた行事です。

児童館だけで実施するには規模が大きく、また地域の方や

'i:roF;f=t'lo::,U',:ot""fia'ff",・9}{゛!よi保護者の方たちの協力が不可欠だったため、ひかり児童館

第一光町学童保育所、第二光町学童保育所の3施設が企画、
守ゴ?火〉p?(5ゞ↑九
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3、具体的な事業提案

・保護者・子とも・職員と交流のできる行事の提案(親参加型の行事)をしていきます。

・地域で関わりのある方々を招待したり、積極的に地域1こ出たりし、多世代交流を図ります。

・障がい完への支援進めます。

・学童保育所、他現揚との連携を図ります。
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事業提案

七記以外にも様々な行事を市と凝議しながら企画していきます。

38

親子で一緒に楽しむことができるスポーツを行い、親子の交流と家族同士の交流を

図ります。

親子デイキャンプ 学童保育所で保護者の参加を募り、デイキャンプを実施します。保護者の協力を仰

ぎ、レクリエーションや調理などを行います。

交流スポーツ大会

交流お泊り会

クリスマス宗

中高生を中心とした企画で、兜童館対抗のバスケットポール大宗などを行います。

当法人が運営している兜童館で参加者を募り、晋段利用している兜童館ではない館

に宿泊し、その館を利用している子どもたちと交流します。

学童保育所内で、クリスマスに向げて子ども達と歌やハンドベルなどの出し物を企

画じ、保護者を呼んで発表する機会を設けます。

組織活動 小学生対象の登録制の活動で、週に1回集まる日にちを設け、異文化体験やレクリ

工一ション活動など様々な活動をしていきます。その中でボランティア活動や、文

化活動の発表等を通して保護者や地域と繋がって行きます。

乳幼児親子に館内で仮装をしてもらい、その後近隣の高齢者施設まで仮装行列をし、

交流します。

おはなしトレイン 幼児向けの読み聞かせやペープサートをボランティアの方たちにお願いし、晋段見

たり、聞いたり出来ないお話しに触れる機介を設けます。

組織活動発表去

お汁籾・お雑煮会

「さわやか夏祭り」や、「ふれあいまつり・もとまち」などの大きなイベントの際に、

組織活動で練習してきた歌や出し物を高齢者施設や公民館で発表し、多世代交流を

図ります。

子ともたちだけではなく、晋段お世話になっている方たち、近隣の高齢者施設や地

域の方、保護者をお招きして、季節感のある軽食を提供し、交流します。

音楽介

プレイパーク

交流遠足

障がい兄の親子を呼び、障がいを持ったお子さんでも楽しめる音楽の揚の提供をし

ていきます。演奏終了後は茶話宗なども行い、保護者同士が繋がりを持つことがで

きる揚を作ります。

障がい完の中]こはトランポリンやハンモックなど特徴のある遊びを好お子どももい

ます。そのような子どもたちも児童館に来れば楽しいと思えるような環境設定や遊

びができる揚としてプレイパークを実施します。同時に職員研修などで学びを深め、

子どもやその保護者に寄り添った関わりをしていきます。

武蔵国分寺公園などに施設ごとに集まり、レクリエーションなどを通して子どもた

ちが交流する揚を設けます。

複数の学童保育所が集まり、ドッジボールなと子ども1こ人気のスポーツを大宗形式

で実施します。



(10)施設管理の安全性への配慮

*有資格者の常駐・施設管理の専門性のある団体等

困 施設管理全般に対する舎え方
公共施設を運営する上では、様々な危機管理が必要となります。日常の安全点検から組織的な危機管理の構

築まで、多面的な視点が重要です。子ともたちに安全な保育を継続していくために、施設の管理を適正に行な

います。

施設内には防火管理者・防災管理者講習を受講した者を配置します。また国分寺市在住の方の雇用を優先し、

可能な限り緊急時には地域の職員が対応できるよう体制を組みます。また、当法人では、三多摩全戚にエリア

マネージャー・子育て支援の専門家を配置しており、定期的に巡回し、保育のことはもちろん、環境整備や安

全管理などの施設管理1こついても指導しています。

事故予防と発生時の対応のマニュアルは、全職員で研修を行い徹底します。また、当法人の運営する都内の

公共施設責任者からなるリスクマネジメントチームを設置しており、定期的に事故、ヒヤリ・ハットの水平的

展開や事例検討を行ない、全職員に即効性のある情報の共有、危機管理を行います。事故発生時や緊急時の対

応については、保護者や学校、国分寺市との間で、事前に十分共有しておき、迅速に関係者への連銘を行ない、

責任ある対応を進めます。

回 児童の事故防止
子とも1人ひとりの状態や友だち関係を含めた状況の把握を最も重視し、子ともの安心感や落ち醤いた生活

環境を作り出すことが安全につながり、職員はその視点から子ともと関わり、生活作り、仲間作りを行ってい

きます。

・遊びの揚と生活の揚としての環境整備を行い、清掃・整理整頓・危険物の踪去・修理・取り台え・危険表

示・使用禁止措置等を行います。

・子ともが危険に気づいて判断したり事故等に遭遇した際に被害を最小限にしたりするための安全に関する

自己管理能力を身につけられるように援助します。事故や怪我、災害等の緊急時に子ともの安全が守られ

るように対応方針を作成して定期的に訓練を行います。

・対人管理では利用者の把握に努め、子どもの遊びや個別的性格・体力差・利用者の館内導線、利用方法な

どの把握・点検を行います。

・対物管理では遊具・設備・備品等の点検を職員や専門家によるチェツクや危険箇所と事故実態の把握を行

います。

・年齢に台った業務内容や指導体制、行事などの非日常活動での安全管理を行います。

回 職員の事故防止
安全な環境整備、職員配置を行い、事故・怪我を予測し予防します。死角ができないよう職員間で配置確認

し、子ともの動線を踏まえた安全確保に努めます。KYT(危険予知トレーニング)を用い、現状把握・対策

樹立・目標設定を行い危険の優先順位を考えられるようにします。職員一人ひとりの日々の体調管理に務めて

いきます。
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④ 施設安全対策
施設の構造(窓・出入り口・廊下・電源・コンセント等)、遊具の安全性、危険物の保管・管理・危険箇所

への侵入対策などについて毎日日常点検をします。死角ができないよう、職員間で配置を確認し、子ともの動

線をふまえた安全確保に努め不備欠陥があった揚含には、速やかに撤去、修繕します。避難路は障害となるも

のが置いていないか定期的に確認をします。

同 屋外活動での事故防止
・屋外活動では子どもの健康状態を把握し、出発時に目的地、人数、帰りの予定時間などを全職員が周知し

ます。

・無理のない計画をだて、ルート、危険箇所のチェツク、休憩・トイレの揚所などを事前に把握します。

・職員は子ともたちに出かける前にコースや注意事項を伝え、安全に楽しく遊t5<よう注意を促します。子と

もが怪我をした時支援が得られるよう、日頃から地域の方々と関係を築いていきます。

回 再発防止策
全職員を対象に研修を徹底します。私たちの運営する都内の公共施設責任者からなるリスクマネージメント

チームでは、公共施設運営に関わる全職員に情報の蓄積と共有を行っており常に最新の情報に基づいた研修を

?実施し事前の事故防止や初期対応が行えるようにしています。

具体的には以下の取り組みを進めます。

・事故発生時や緊急時の対応については、保護者や地域の関係機関との間でも、事前に共有しておきます。

・安全管理に関して職員会議で取り上げ、ヒヤリ・ハット記録や、保健記録、事故報告書を作成レリスク管

理の一部として再発防止に努め、各現揚と情報を共有し、日常的に危機管理意識を高められるよう

にし、死角をつくらないように配置確認を行い、子ともの遊び揚を常に見守ります。

・職員は子ともと関わりながらも全体の子ともを把握し、子ともたちと一緒にルールを確認したり、子とも

同士でも注意し台えるように働きかけます。

・子とも自身の判断で危険から身を守れるような力を大切に育てていき、安全{こ過ごすためのルールについ

て確認し厳守できるようにし、職員間で意識を統一し、注意して見守っていきます。

・ハインリツヒの法則にもあるよう1こ、不安全状態・不安全行動にいかに早く気づき適切な対応ができるか

が多くの事故を防げると考えています。事故を限りなく防ぎ、安心・安全の施設運営を目指します。

・日常的に保護者と職員が子ともの様子や行動について、きめ糺かく話し合っておきます。犯罪や事故から

皇を守るための注意事項について家庭でも日頃から話し念われるように情報を提供し働きかけます。
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閏 緊急時事故対応マニュアル
事故が発生した揚台、職員は、安全確保をした上で迅速に本人の怪我の状態を確認します。子ともに対して

は、優しく穏やかな声かけをして不安を与えないようにしながら、応急処置をし、必要に応じ医療機関で受診

します。保護者とすぐ連絡を取り状況を丁寧1こ説明します。また保護者の判断を求める揚台には、保護者がお

迎えに来るまで休ませるのか、職員が最寄りの医療機関へ連れて行くのがなどの確認と台意を図り、誠意ある

態度で対応します。

゛:、會故発生B寺の文且心1こつむ゛:で

事故が発生した揚台、職員は慌てず藩ち着いて対応します。本人の傷、怪我を確かめ、必要1こ応じて受

診させます。保護者とすぐ連絡を取り状況を丁寧に説明します。晋段から救急箱の点検をし、近隣の提携

医療機関の電話香号、受診項目と受診時間、休診日等を把握して掲示しておきます。また職員は救急法の

知識や技術も学んでおきます。

(′1)緊急を有する揚呂

11.応急処置
こんなときはすぐに救急車

呼吸困難、脈の停止や不規則で弱く、全身状態が悪いとき

けいれん(ひきつけ)を起こし、なかなか収まらないとき

頭、胸、腹などの痛みが特に激しいとき

怪我や嘔吐など、出血がひどいとき

全身が極度に衰弱した状態(ショック状態)のとき

・ その他、職員が緊急と判断したとき

応急処置(重症状態)

意識が不明のとき:口の中の異物を除去し、直ちに気道を確保

呼吸停止のとき :十分に呼吸が回復するか、救急隊に引き維ぐまでは交代で人工呼吸を実施

脈がないとき :床や地面など固い揚所に仰向けに寝かせて心臓マッサージを開始

呼吸も脈もないとき:2人以上の協力を得て、直ちに心肺蘇生法を開始

出血があるとき :圧迫止血を行い、それでも止まらないときは止血帯使用

I

1

1 2.保護者に連絡をする

苧ユ事故発生時の状況を確認し、記藤する。
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(2)医31σの受診[・)・(i次?こ摺“7′)[′]・ろ凡古

7.事後対応。職員全体で自己分析と反省をし、再発を防ぐように務める。

・事故発生、経過、予後などについて正確に記録し保管する。

(3:)且宅苅,晦乃何5′己;7)訂:'::'!:i"l1,:1ヨ涜占

1.応急処置

・保護者に連絡をする

・保護者のお迎え(必要な揚含)

2.登所時に子ともの状態を確認する。
1
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1.応急処置

・責任者、所長、エリアマネージャーに連絡する

・保護者に連絡し了解を得る。または保護者のお迎え

・廐急処置に関しては晋段より情報収集しておく

・子どもが医療機関に行く必要があると判断した時は、ます、保護者に状況(いつ、どこで、どういう状況で、

とこを、どうしたのか)を伝え、受診する旨の了解をえる。その際、とこの医療機関に掛かるのかを話し、

指定医がある揚台は、儒先する。

2.病院に受け入れを依頼する。職員が同行する

・電話は状況の説明が出来る人が掛ける

3.職員が同行する

・搬送方法は、怪我の状況や程度、年齢に応じて、おんtS<、乳母車、自転車、タクシー、救急車を選択する。

・自転車を利用する時は、椅子に座らせて、押すだけにする。

・公共の移送機関で移送できない揚8は、タクシーを利用する。領収書をもらう。

4.事故発生時の状況を確認し、処置状況を貴任者・所長・エリアマネージャー・保護者に報告、

記録する。

・医師の指示された内容(投薬、検査、気をつける事等)を伝え、次の受診の事などを説明する。

・保護者には、誠意のある態度、言葉使いで対応する。

7.事後対応。職員全体で自己分析と反省をし、再発を防ぐように務める。

・事故発生、経過、予後などについて正確に記録し保管する。

2.登所時に子どもの状態を確認する。



回 施設の管理全般について
一11環塔:{・渭成

子ともの導線を者え、危険な物、揚所は予めルールを決め、危険を回避できるようにします。

当法人には、清掃やハウスクリーニングを専門に行っている現揚があり、国分寺や立川の子育て現揚の清

掃指導をしています。国分寺市においても同様の連携と支援を行っていきたいと者えます。

設備の機能の維持、安全の確保に立脚した維持管理を行います。備品・消耗品の管理につきましては、

常に使う立揚に立って、より便利で使いやすいよう整理整頓を行い、且つ無駄を省き管理費の削減に努め

ます。

①施設・設備の維持管理については、関係諸法令、諸規則を遵守し確実な管理を実施します。

②日常自主点検をはじめ月間・年間の管理計画を立て遜色のない良好な管理を行います。

③安全と利便性を優先し実施します。

④設備の維持管理をむやみに再委託するのではなく、当法人で行える管理は行い設備管理費の軽減1,こ努め

ます。

 協力業者に点検・修理を依頼する揚台は、その業者の選定は厳正に行い、国分寺市の承認を得るものと

致します。

 実施致しました点検・修理等は、報告書を作成し国分寺市へ報告を行うとともに、報告書は深存管理致

します。

 設備・機器の点検要領書・マニュアル類は、分類整理し、利用しやすいように致します。

 施設管理関係者には、施設・設備管理の基本心得や関連知識について研修会を行い、常に施設・設備管

理の精通を図ります。

2、施設・設dの′呆守点[渋

施設内に危険箇所はないか安全チェツクリストを作成し、毎日点検をします。火災や事故防止のため、

ガス機器・電気器具・換気扇等の定期的な点検・整備・清掃を行うとともに、火災報知器・消火器・自動

消火設備においても定期的に点検します。

3、施設叉び備品のテ遂持

仕様書の維持管理項目に準じ、施設および備品の維持管理を行うとともに、管理経験を重ねることでよ

り効率的な維持管理を行います。

ニ:.、、 j胃掃 t看へ三管理[ニニ)(,ハ?で

(;)日當のjM掃 雲誌湾滞

・清掃チェツクリストを作成し、それに基づきチェツクを行います。

・玩具、遊具、備品については、日常消毒に努めます。

・○?157などの食中毒対策、衛生管理を徹底し、食材の調達・管理に特別の注意を払います。

・定期的に保健所に指導を仰ぎ、必要に応じて職員研修を行い衛生管理の向上に努めます。
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定期漬掃に関しては、空調機器のフィルター清掃や床のワックスがけなど、法人内部の清掃現揚に依頼

し、良質な施設の整備に努めます。また、専門的な清掃指導を受けることで、清掃の工夫などを日常漬掃

にも生かしていきます。

(2)斎主信導

゜日常から手洗いを励行します。子ともたちへは正しい手洗いの知識を広め、職員には徹底します。

゜地域の人たちの参加する行事に対しては、事前・事後漬掃や消毒を徹底します。空き缶やペットボトル

などごみの管理・分類が徹底できるように、利用者にポスター等で協力を促していきます。模擬店の企

画については、あらかじめ保健所に届出をします。

ノ

(3)ク1j-ジ字ラー,」、ぐ工・-ス)

ノロウイルス対策として厚労省・保健所から次亜塩素酸ナトリウムを使うように指

示されていますが、現揚では「目が痛い・のとが痛い・臭い」など作業者や施設利用

者の方への負担は大きいものでした。医療の現揚や福祉、食の現揚に携わる私たちは、

この状況を打破すべく、以前より開発していました「次亜塩素酸水」(製品名クリー

ンキラーA)を本格的に活用しています。濃厚な成分でパイオフィルムを貫通して崩

すなど除菌効果が高いにもかがわらず、前述の痛みや臭いなとの負担も少なく、また

希釈することで下記のような様々な使い方が出来ることから、「安全・安心」と多く

の現揚で認められております。当法人の運営する施設では、その施設に含った使用方

法で活用しています。遊具の殺菌や、感染症の予防につながっています。

(!1貫譬宴のhで、墨らしナるごと―謳』uむt7んか

恩

乙1 艙α
叶・冫ゞl

払S
-

ち7\

C冫゛

(l→ も窟設6D{:苦1}善(こ;,し′Aて

設備・備品に破損・劣化がないかを日常的に点検し、不備欠陥があった揚含は速やかに修繕します。施設

の修繕が必要な揚合には、仕様書に基づいて国分寺市と協議の上、危険性と早急性を判断し、必要な揚念に

は速やかに修繕を行います。修繕の施工業者の選定に関しては、複数の業者から見積もり、総台的に判断し

た上で、選定します。また、施設の維持については、市民の大切な施設であることを認識し、いわゆる善管

注意義務を守ります。

経年劣化を予想し、早急性を持たない修繕箇所でも施設利用にいすれ支障をきたす恐れのあるものは、将

来予算計画に反映できるよう、早期の修繕箇所報告を行い、継続的な施設管理ができるよう努めます。

一 一
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(11)利用者への対応状況(接遇・苦情対応)

*利用者への対庖マニュアル・社員教育独自マニュアルの整備(利用者へ平等利用は確保で
きているか)

1、接遇対応について

私たちは、「完童館・学童保育所」を拠点に、地域の子育ての多様な二-ズに庖える事業を総合的に展開
したいと考えています。この事業を担う膨員は、児童館・学童保育所の仕事を通じて様々なニーズや課題を
発見し、「子育ての支え8い」の新しい活動や事業を市民と一緒に一歩一歩作り出していく主体的な役割を
担います。そのために、次のことを大切にしたいと者えています。

置(1 ) ii}s%共に健康Σ竺そこと 1 (5)障力籠バa)レ嘗g尋し〈aゞ云尋1
1

「(2)最者の需要と冫d勧支i [驕り碧巴唾昧→シをUA60≧;i
1

「(3)発繭舶皆の理最とi厩存鉗社 LダQづセプη冒レワーカーやコーデーディネーターとして
1

(8)子とも・保護者をめぐる社舎情勢に敏感であること

2、苦情対応について

苫情対応1こついて、現状を正確1こ把握し、その原因や背景を明らかにします。また苦情は生の声による機
宗の現れとして捉え、完童館・学童保育所運営のきっかけであり、満足度を高める取り組みにもなります。
苦情への適切な対応をすることにより、子とも、保護者、地域からの信頼を構築します。

(゛5)・鳶蒙○正慢で的確な′云達

保護者からの苦情の多くは、連絡方法のまずさや行き違いを含む意思疎通の不足によるものです。とり

わけ、怪我や病気などに関する適切な対応が求められます。

(2)事故を起こざなし)だめC予蒔活動

怪我や事故が起きないよう1こするためには、晋段から子どもたちを丁寧に見ながら、一人ひとりの子と

もの気分や感情、思いなどを捉え理解していることが大変重要です。また、遊具や施設環境と安全を確保

するという点で十分に配慮しながら整えておきます。

(l3)緊患旺しT1?官1こ-:il)ての2:!昼

万が一事故や怪我が発生してしまった揚台には、保護者にできるだけ速やかに正確に事実を伝えます。

また、保護者の判断を求める揚倉には、保護者がお迎えに来るまで休ませるのか、職員が最寄りの医療機
関へ連れて行くのかなどを確認し、誠意ある態度で対応します。

(,ごの 腰i員こ・二票矛普1こ=ン,,′1゛(゜

・危機管理意識と環境設定について

・子とも一人一人の把握と記録

・受容と傾聴

・緊急時の対応について

・保護者に子ともの様子を伝える

・苦情申出者の声の正確な記録という点での研修を行う
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3、対応マニュアル

(一[)舌;盲対庖体制

①苦情対応責任者一施設責任者

苦情解決の責任主体を明確にします。苦情解決の仕組みの周知や苦情申出人との話し台いによる解決、

改善を約束した事項の執行、全体の責任を担います。

②苦情受付担当者一常勤職員

苦情の申し出をし易くするために設置します。苦情は随時、送り迎え時、電話、文書等で受付をしま

す。また受付方、解決・改善までの経過と結果については記録をします。

③法人本部窓口

苦情解決に社宗性や客観性を確保し、利用者の立揚や状況1こ配慮した適切な対応を図るために設置し

ます。

(2)吉焉対方の手:員

①利用者への周知

苦情対応の考え方と、苦情受付担当者やその仕組みを、利用者にわかりやすく、周知します。施設内

への掲示、おたより、リーフレットへの掲載など。

②苦情の受付

苦情を受けたら、その内容を苦情受付用紙に記録し、内容を複数で確認します。

③苦情受付の報告・確認全て、苦情対応責任者へ連絡します。

④苦情対応

原因・背景・改善について、職員間で話し台い、解決策、方針を明確にし、当該保護者との話し呂い

の揚をもちます。原則的には、即日対応をおこない、解決をはかります。時間を要する揚吾でも、1

週間以内に、解決するよう、誠意ある対応をこころがけていきます。また、発生と同時に、すみやか

に国分寺市担当者に報告します。

 困難ケースの揚台

当事者間の解決が難しい揚台、また、判断に迷うケースの揚台はすぐに国分寺市担当者に連絡し、指

導をいただき、解決を図ります。法人本部や顧問弁護士も入って検討宗議を開きます。

 苦情対応の記録・報告

●苦情記録を共有

●苦情申出人に対し、苦情対応の経過と結果を迅速、丁寧にお知らせします。

●国分寺市に対しても、同様の報告をします。

一一
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4、苦情対応をサービス向上の契機に

(1)苦情対応のしくみは、利用者が安心して自らサービスを選択できる仕組みとして重要であると考えま

す。苦情を言うことで、自分の子ともが不利な汲いを受けるのではないかと躊躇したりすることがない

よう、苦情や要望を大切なものとして受け止める姿勢があることを保護者に伝え、その窓口を設けます。

(2)苦情については、その原因や背景を類推し、現状を把握し、対応します。現状の仕事の質を問い直し、

高める契機にしていきます。特に、子ともの事故や、げんかの処理、職員の対応に関する苦情は、職員

の指導水準が問われる問題として受け止め、原因・背景・どうあったらいいのか、すぐに事例検討を行

い、問題の本質と今後の方針を確立し、全職員で共有し、力量の向上に結びます。

(3)苦情には誠意を持って迅速に対応します。また、それを契機に保護者や地填の方々と信頼関係を深め

られるよう、耳又り糸且みます。

l
′
ゝ
\ (4)子ともに対する苦情、子とも同士の関係に関わる苦情については、全ての子ともを守ること、そして、

教育的見地から子とも自身が失敗から学び、きちんと責任を取り、相手の気持ちを理解する契機になる

よう取り絹みます。保護者に対しても、全ての子ともたちにとって何が大切か、その立揚に立って、一

緒に解決して頂くよう、働きかげます。

(5)子ともの怪我や事故が起こってしまった時の対応は、発生直後の迅速な対応が大切です。そこに向け

た備えをし、全職員での周知徹底を図ります。事実の把握と保護者への十分な説明、原因と改善策の検

討と、その後の実践など、本人や保護者の気持ちを考え、相手の立揚に立った誠意ある対応を図ります。
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(12)社員等の育成状況

*研修の実施状況等

1、職員の育成・研修に関する考え方

～鉋j0,?利犀音こ塙国【?′-モ道;゛員J羞園:と～・

児童館、学童保育所が地域社合の中で目指す役割と、自らがなすべき仕事の本質とは何かを常に深めてい

く人材を育成します。自らの仕事を狭く限定せずに、日々接する子ともだちや保護者、地域の方だちの二一

ズを受け止め、その必要に応える事業や活動を地域の中で一緒に創造していく職員集団の形成に尽力してい

きます。そのために下記の6つの力の向上に努めます。

～S;・の力の育或、・～・

子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した事業運営を行うための基礎となる人間性と倫理観を養う。

1(2)社宗噛

子とも、家庭、地域をめぐる社会の状況と自らに求められる役割を深めるために、社会認識を深め、視野

を地域に広げる。

1(3)専門惟

子ともの成長・発達、多様化する家庭(保護者)の支援のための専門性を高める。

子ともや保護者の思いを受けとめ信頼関係を築き、解決の主体者となることを援助する力を高める。

地域の二-ズをつかみ、地域の方々の力を引き出しつなぐ力を高める。

安全管理・危機管理に対する意識の徹底と能力を高める。

-
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2、研修・育成体制

49

目的 研修名・宗議名 内容

組織理解

①新人研修(3カ月・6カ

月・1年)

・法人理念、歴史、仕組みについての学習宗

新人同士意見交流を行う

②リーダー研修 ・個人ごとに年間の目標・課題を設定する

③個別計画研修 ・他現場の実践を聞き、ノウハウを共有する

業務内容の

基本的理解

①仕様書、企画提案書の理

解研修

・仕様害、企画提案書の学習と共有

②国分寺市運営方針に

ついての研修

・国分寺市の子育て支援分野の施策(いきいき計画)に

ついて学ぶ

・兜童福祉法や子どもの権利なとの学習

③児童館・学童保育職員の

仕事

・子育て支援相談・援助に求められる完童館・学童保育所の

役割を学ぶ

・地域の社去資源の把握と冗童館・学童保育所のネットワー

ク作りを学t5<

・事例検討を通じて、職員同士の連携を図る

④子ともの成長と発達の

理解

・子どもや保護者の背景、地域をめぐる社宗的状況の理解

専門性の

向上

①睨童館、学童保育所基礎

研修

・睨童館、学童保育の基本的役割を学ぶ

②保育力向上研修 ・遊びの歴史、方法、技術指導について学r5ゞ

(レクリエーション)

③傾聴カ・共感力、

相談援助研修

・事例検討宗を通して子ども、保護者の想いを傾聴する姿勢

を作る(ロールプレイ)

④地域コーディネート能力

研修

・地填資源を活用し、ネットワークを広げる技術を学r5ゞ

安全管理・

危機管理意識

の向上

①安全管理・危機管理研修 ・危機管理体制及び対応の情報共有

②苦情対応研修 ・事例検討を通して苦情対応を学r5<

自己到達度を

知る

①年間総括 評価、自己の振り返り(自己評価シート)を踏まえて、今後

の運営に生かす



(゛; ) j去ノ、1竺(室{屏1違

宗議や職員研修をはじめ、法人本部がパック

アツプし人材育成、法人内研修を行っています。

全国組織としての強みを生かし、また子育て事業

が多い東京内での宗議、研修制度の構築を行い、

専門性や総台的な研修作りを行っています。

「保育の実践から 共に竃ち、共1こ学

ぶ」教育研究者の大田臭先生のビデオメ

ッセージと各保青現揚から持ち寄った

事例をもとにエピソード研修を行ない

ました。

孟綴
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(2)安含一危゛:{.l管理研;′著

東京統括本部の危機管理部宗を中心に、各事業本部また各現揚で危機管理担当を配置し、教育・研修の

揚を作っています。基本的な安全管理と危機対応を十分に行えるよう、各マニュアルを整備し全職員に周

知しています。

(3)実陽研11修

日々の保育に活かしていけるよう、実践的な研修を大切にしています。具体的には、各現揚で実施した

工作や集団遊びのアイデアを持ち寄り、工夫したところや実施する際の注意点を発表し台い、実践に役立

つ研修として行っていきます。

Cz:-)交換餅修

交換研修では、他現揚の保育に参加し体験することによって、現揚の振り返りができ、良い実践を持ち

帰り、職員同士で検討し現揚の保育に活かすことができます。話を聞くだけではなく、体で感じる学びを

大切にしています。

(こ)E′潮〔,・′二゛?′中で〉丈釘[I]{こしで(、・゛冫1,こと一

①記録の重視(日誌、週報、月のまとめ)

②実践検討会の開催(職揚ごとに月1回)

③自己学習・研鋼の努力

-
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④職揚宗議の充実

昼礼、夕礼等を行い、職員の意思統一、事業の円滑化、子ともの成長を共有します。

・行事会議、行事方針、進め方

・年間計画、指導方針、運営、反省、指導

・苦情、事故、研修報告、避難訓練
ー
-

4邪託引ⅡぐYT(盾霞5劇1トレニニッグ)I杯31

児童館内(玄関や遊戯室)や館外活動(園庭や遠足)なとの様子を描いた絵をもとに事故に

繋がるような危険個所を見つけ、事故防止の意識を高め合う研修です。分かりやすい絵を使

困するため、利用者である子ともたちとも一緒に危険個所や危険な行動について考える事が

出来る手法です。

一 -



(13)個人情報保護対策状況(情報の管理体制)

困 個人情報の保護
当法人は、多数の職員情報に加えて、事業によって取り汲う利用者情報もますます増加しています。これら

の個人情報を適切1こ汲い、漏洩などの事故を起こさないための方策と取り組みを確立していかなければならな

いと者えています。当法人は、個人情報を適切に保護し、法人内外の脅威から守ることが社宗的責務と考え、

次の取り組みを推進します。

1、法人としての「個人情報保護規定」(前掲P11参照)を策定します。

2、個人情報保護の重要性について、従業員に対する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報保護の管理責

任者を置き、適切な個人情報保護のための方策を策定し、実施、維持、継続的改善に努めます。

3、個人情報の収集、利用、提供および預託を行う揚台には、業務実態に応じた個人情報の適切な管理に努

めます。

4、職員は、守秘義務に徹します。雇用契約を結ぶ際に、誓約書を取り交わします。

回 書類等の管理
1、個人情報については、所定の保管揚所にて施錠を行います。とりわけ指導計画・日誌・個人記録・月報・

名簿などの取り汲いと保管については厳重に管理します。

2、個人情報の収集、利用、提供および預託を行う揚台には、業務実態に応じた個人情報の適切な管理に努

めます。

①個人情報を管理するコンピュータを特定し操作する従事者を特定します。

②コンピュータにはIDとパスワートを設定し、アクセスを制限します。

③定期的にパスワードを変更します(半年に1回)。

④このコンピュータはインターネットの接続を行いません。

3、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などの予防並びに是正に関する適切

な措置を講じます。

4、個人情報の書面による管理は極力避け、なるべく人目に触れないように管理します。また書面による管

理においても、ファイル等は決められた棚や机にしまい、必す施錠します。

5、個人情報に関する書類やデータは持ち帰ることを禁止し、必す館内で取り汲います。

6、書類やフロツピー、CD等は、シュレッダーに掛け細分化してから廃棄物として処分します。

7、施設内であっても個人の名前や個人情報の関わることを見られないように工夫します。

回 利用者への配慮
1、子育て相談については、プライバシーを守り、相談内容に応じて、国分寺市担当者を通して専門機関

の紹介等を行います。後日必すフォローアップを行い、経過を確認していきます。相談内容は「相談記

録表」に記載し、保管します。

2、事例検討宗での個人情報の活用は事前に本人・保護者の了解を得ます。
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(14)自主事業などの提案

*施設の設置目的に沿って団体が独自(二曵叫レ,自己の財源で行う事業

*自主事業収支計算書(書式任意)を提出してください。

自主事業計画①(完童館)

自主事業計画②(児童館)

自主事業計画③(完童館)

52

事業名 もとまちファミリーDAY

1事業目的・内容 ・父親の育児参加促進、地填における子ともやその保護者の新たな居揚所の提供

・乳幼兜親子の利用者数の多さと、父親の育児参加の二-ズに応える

・食を通してのコミュニケーションの揚の構築

年6回

地域の小中高生、乳幼完、保護者、民生委員、助産師、臨床心理士など。

各100名程度

事業名 パパDAY

事業目的・内容 父親の育囲参加促進と,父親同士の交流の機倉

父親と乳幼完のふれあいを中心とした体操や手遊び,その他のプログラム

プログラム終了後,遊戯室などを使っての茶話舎につなげ父親同士の交流を図る

1年間実施回数・ 年4回程度(季節に応じて)

乳幼児とその保護者

参加見込み人数 各回15組30名程度

事業名 中高生の日

事業目的・内容 中高生の居揚所の拡大

晋段の中高生タイムとは別の形で実施

例)夏:館庭や館内の調理器具を使った調理企画

冬:クリスマス会

春:パスケットポール大宗など

年3回

中高生

各回10人 年間30人



年間実施回数・

延べ実施日数など

―呻o対象者-1嶺Lリ訃学童保育所を利用している完童とその保護者
???得臂岬購巨?～50組

1事i減
事業目的・内容

自主事業計画④(兜童館・学童保育所)

レ生ユ町ユ!!麿竺孕倉同親子スポ1ジ矢套
親子で楽しめるスポーツを提案し,共に楽しめる揚とする

児童館と学童保育所の交流の楊とする

年1回

1

1

ー

自主事業計画 (睨童館)

年間実施回数・

延べ実施日数など

―よチェ24???上坐!年さ些!年)

1事業名
事業目的・内容

1組織活動
異文化体験や野外活動など通して様々な経験を積む

縦割りの活動を通して社会性を育む

ボランティア活動などを通して地域に出ていく

週1回

1

ー

1

自主事業計画 (学童保育所)

U煽εそワ竺自身でお弁声!り,保護者への感轡午自己達成感?亨む
年数回

ー

1

ー

1

自主事業計画 (学童保育所)

ff辱岬!町≦空町4・Σ2二体,堅空
1

日頃生活を共にしている仲間と文化施設等で劇や映画の鑑賞を行い、また文化施設で

のマナーなどを学ぶ機会とする

1～3回程度

1

1

53

事業名

社業目的・内容

[=;5
参加対象者

参加見込み人数

事業名

事業目的・内容

年間実施回数・

延べ実施日数なと

参加苅象者

参加見込み人数



自主事業計画 (兜童館・学童保育所)

自主事業計画 (学童保育所)

以上自主事業については市との協議の上,実施いたします。

また、自主事業については5年間の指定管理期間内の各施設の二-ズや状況により新たに提案していく物もあ

ります。その際も市への相談・協議を行い実施していきます。
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事業名 専門講師による体験行事

事業目的・内容 子どもたちの発想や知識を広げられるように工作・科学あそび、むかし遊びなど専門

講師を招いて行う体験行事

年1～3回程度

児童館 来館者

学童保育所在籍児童

希望者

:事業名 卒所生を招いたお楽しみ行事

事業目的・内容 子どもたちが卒所した後どのように過ごしているのかを知る

卒所した4～6年生と遊t5<機宗を持つことで、在籍囲童のあこがれや目標を持つ機宗

とする

卒所生についても久し15<りの仲間や職員と過ごすことで、自分の成長を振り返り楽し

む機宗とする

呈;・ 年1回程度

学童保育所在籍生、卒所生

登録兄童数+卒所完童希望児
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事業名 収入

自主事業①

もとまちファミリーDAY

必要に応じて材料費

自主事業②

パパDAY

無料 必要に応じて材料費

必要に応じて材料費自主事業③

中高生の日

無料

自主事業④

完童館・学童保育所含同親子

スポーツ大会

無料 必要に応じて材料費

自主事業 

組織活動

無料 必要に応じて材料費

自主事業 

お弁当の日

無料 材料費

自主事業 

文化施設等での鑑賞・マナー

体験金

入揚料と交通費 職員分の入揚料と交通費

自主事業 

専門講師による体験行事

無料 材料費と交通費

自主事業 

卒所生を招いたお楽じみ行事

無料 必要に応じて材料費等



(15)障害者の雇用状況

*雇用割合や方針

1、雇用割台

現在、母体であるセンター事業団を含め、様々な業種の仕事を行っている中で、障がい者の就労を進めて

います。

【障害者雇用状況報告書】(届出分)
平成29年7月26日現在

島体障がい者 13人 知的障がい者 2.5人 精神障がい者 4人

合計 19.5人

全体 963人(法定雇用障がい者の算定基礎となる労働者数)
実雇用率 2.02%

2、方針

「法定雇用率を守る」という消極的理由ではなく、私たちは障がい者が働くこ

とを通じて、「社介に役に立つ、社宗に参加する」「保護される対象から自立する

対象へ」など、「働くことを通じての尊厳ある生き方」ができる環境を障がい者

とともに作っていきます。

そのような想いから、東京都就労継続支援A型・B型にも取り組みながら就労

支援を行っています。一般就労に向けて、法人内で事務作業や、清掃作業、印刷物

の作成などを行っています。

また、全国的に障がい睨の放課後の居揚所である「放課後等デイサービス」を立ち上げています。国分寺市

内でも保護者の方たちからの二-ズに応えたい思いで「放課後等デイサービス すてっぷ」を立ち上げました。

一方で放課後等デイサービスを利用できるのはO歳から18歳であるため、そのあとの働く揚を作っていかな

ければなりません。そのため、当事者の子どもとその保護者と一緒に就労の揚を作る仕事おこしの準備宗の立

ち上げが各地で進み始めています。

1―

??1～1?へ～??owμ???????????????←―?????リ?―???????U?????嘱? ?明H????P→? 1????・P???

●生活困窮者就労訓練事業●

轡?ナ―???? 戸???\

?二-20
儀

-

へ嗣ふ,ミ≦ニ1【.二,ハ王子市(中核市)において平成28年2月より「ハ王子認定就労訓練事業」

"→ン鴬として認定をうけています。ハ王子市や自立相談支援機関・若者サポートステー

ション、ハ王子市内のNPO団体と連携し、これまで7名と面談を行い.

な4名の方を介護事業所、食関連事業で「認定就労事業」として受け入れています。′
-

1釘莫藪茗薯遼ヒ2】戸〃ア明1閾言謬!-清貫秤E曽K]多千丁C犀[1几ニメず2而口 ?Uよ?J- 一- よ 一 こ。
ー
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(16)高齢者の雇用状況

高齢者の雇用割台(別紙)

(K;]弊;1?、3翠浴

1]i晶用状況藩台】

1公\3お?決設は幡夾年クあ ℃箋状吹窮職逸寓狩映状枕

“?゛]

平成29年8月1日現在

t
1
4
実
鋳
硬
資
系
け
X

合計 515人 (65歳以上の就労者)

法人全体の就労者数 3304人
i

勺外リ1萱ト〃薗gシ鴨窓吻賓1合舘胚繭検脳凶廓獣謬瀉揄戯翫胃宮2 ー

実雇用率 16%
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(16)高齢者の雇用状況

*雇用割合や方針

1、舎え方

少子高齢化により、労働人口の減少が予測される中、社宗を支える担い手として高齢者の知識や経験を生

かすことは日本社会にとって必要なことです。高齢者は、長年の様々な経験から豊富な知識力噛積されてお

り、子育て支援においてはそういった高齢者の存在がとても重要であると考えています。

高齢者就労者の最も大きな不安要素は健康面だと思われがちですが、近年健康的な60代は増えており、

おしろ仕事という生きがいを持つことで、社宗とつながる良い循環が生まれます。就業意欲も高く、地域ヘ

の社宗貢献を考える高齢者は多く存在します。その点において、私たち法人の理念である地域との協同を理

解し、深い価値観のもと働いています。まだ、働きたい人が働き続けられる生涯現役社宗を目指し、年齢に

関係なく就労の機宗を生み出していきます。
X

2、就労について

国分寺市で私たちが運営している児童館、学童保育所では、7名(12.3%)

の65歳以上の高齢者が働いています。就労については、年齢による採用制

限はなく、資格条件を満だし健康的に働ければ、面接や試験を行い就労しま

す065歳以上の就労者は本人の希望に応じて、話し台いのもと就労継続が

可能です。健康維持に関しては十分留意し、本人とともに体調管理を行い、

現揚の職員と相談しながら、補い8って働いています。

ー

1

紬
3、子育て現揚において

子育て経験のある高齢者の存在は、児童館、学童保育所を利用する保護者に子育て経験を通して安心感を

与え、不安解消につながっています。相談を受けたりアドパイスをしたりなど、職員と保護者の日常の深い

関わりは少なくありません。特に初めて子育てをする保護者にとっては、気軽に相談できる揚所がとても重

要で、子育ての孤立を防ぎます。子ともにとっても大きな影響があり、長年かけて培われた高齢者の知識や

技術は、人間の生きる力に直結するもので、自立に向かう子ともたちに貴重な体験を与えます。第二の家庭

である学童保育所においては、様々な年齢層の職員がいることで、偏りのないバランスのとれた{呆育が実現

します。その意味でも高齢者の果たす役割は大きいと考えます。

若者が社宗に出て仕事を通して経験を積お上で、職揚にとっても高齢者の存在意義は大きく、{動くことの

意味を様々な視点で若者に投げかけてくれます。若者にしかできない分や高齢者にしかできない分野を互い

に補い含い、認め含いながら協力関係を築いています。
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(17)管理運営に必要な提案鍾

*詳糾については、別紙収支計算書を参照
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(18)環境への配慮

*IS○などの取組状況

1、環境に対する配慮

社会的に自然やエネルギー問題に関心が高まる中で、公共の施設である完童館・学童保育所においても、

効率的で効果的かつ自然と共生できる活用が求められています。限りある資源を大切にし、また市民の共有

の財産である施設を守っていくために、工夫した利用法を考えていきます。また、国分寺市は豊かな自然環

境が残っており、子ともだちは体で自然にふれあう機宗を得ることができます。グリーンカーテンによる節

電対策や、子ともたちと共に地域の清掃活動を行なったり、地域の人とともに環境に関する学習衾を開催す

るなど、次世代を担う子ともたちのためにできることに、一つ一つ取り組んでいきます。

??〆???～ 5ト→叱 hル小d砥

～子ども冫こゴ5と゛:i青宇合j呂赤}.・・～

立川市の児童館では、子ともたちと一緒にゴミ運搬車で漬掃活動

を行う活動「火ぱさみ隊」を実施しています。子ともたち楽しみ、

ながら行っています。グループを作り、軍手と火ばさみを持って

近隣のゴミを集めます。近所のおじいさん、おばあさんから声を

かけてもらい、子ともたちも嬉しそうに参加しています。

-

一 一
-

2、職揚での取り組み

・コピーやプリントアウトの節約、裏紙の積極的な活用をします。

・ごみの分別や持ち帰り、再利用をします。

・不必要な照明は消灯し、パソコンはスリーブモードにするなど、電気の使用を節約します。

・物品の購入は、その必要性を検討し、環境に配慮した製品を購入します。

・水を大切に使用するため、節水の表示をします。

・近距離の移動は、徒歩・自転車を使用します。

・電気・水道・ガスの使用を把握し、節電、節水などに努めます。

・省エネルギー型製品を購入します。

・囲童館・学童保育所でできる省資源・省エネルギーについて話し合いを実践します。

・兄童館・学童保育所のエアコンは子ともの状況に台わせて室温28℃(夏季)を心がけます。

(ただし猛暑・酷暑日には、必要以上の温度調整はしません)

・1日の終業時、電気製品等の電源は冷蔵庫等を除き、コンセントを抜き、節電に努めます。

・夏揚にはグリーカーテンに取り絹みます。
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Reduce ごみの減量

Reuse モノの繰り返し使用

Recycle 資源の再利用

Refuse ごみになるものを使わない



3、環境教育の推進

農業体験やごみ問題をイベント等と併せて行います。農業等への挑戦を進めます。毎月「経営に関する会

議」を設け、話し台いを一人ひとりが経営を考える運営づコストカット施設維持にかかる経費の削減価格交

渉・修繕の見積もりを取り、自前で直せる揚台は改めて検討資源利用について子とも・利用者とともに、環

境について考えます。

4、食?・農・環境の取り組み

当法人では食・農・環境にも力を入れていきたいと考え、自給・循環する地域を創る取り組みを全国で行

つています。具体的には地域の方にも協力をいただき廃油の回収をして当法人の精製プラントにてBD「(バ

イオディーゼル)燃料にして販売し、再利用をしています。

5、フードパンクの取り組み

当法人ではまだ食べられる食品を活用するフードパンク、フードドライプ

の活動を推進しています。近年、大量生産大量消費の一方で、6人に1人の

子ともが貧困と言われています。野菜なども形が悪いものや売れ残りは捨て

られてしまいます。栄養のあるものを少しでも多くの人達が得られるように、

食品ロスを防ぐ取り組みを進めていきます。

6、「こくべジ」について

国分寺市市政戦略課のこくべジワークショップをきっかけに国分寺市の

農家の方とつながり、児童館のイベントで国分寺の野菜(こくべジ)を

提供しています。兜童館での食育活動に協力したいという農家の方と連携し、

野菜や果物の収穫を子ともたちが行っています。

地元で出来た野菜を無駄にしないという意識を広める為、皮をあまり

剥かずに栄養が残るようにし、ごみも出さない調理法を推進しています。

r 『
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(19)地域雇用の状況

*市肉Q雇用、現状及びこれからの計画

1、市内の雇用について

国分寺市民であることを採用の大きな一つの基準とします。緊急対応にも即座に対応できるよう、国分寺

市民の採用を積極的に行っていきます。また、市民でない揚台でも国分寺市の歴史や風土などを王里解し、子

ともだちに伝承していける人材を雇用していきます。

2、現在の雇用状況について

現在、当法人が運営する国分寺市の睨童館・学童保育所で就労している職員の内35名が国分寺市民とな

っています。多摩地填では、59名の国分寺市民が当法人で就労しています。利用する子ともたちや保護者、

地域住民とともに、学童保育所を楽しく魅力ある揚所になるよう築き上げていく上で、職員の役割が非常に

重要です。子ともに向き台う姿勢、学童保育所や子育て支援事業についても研鑵をつむ人材を確保します。

また、高齢者・障がいをお持ちの方でも特性を活かし子ともたちの健全育成の為に活躍してくれる人材の採

用をしていきます。

3、採用について

(:)採祖(こ回げlこ準躇として

・法人の理息、運営、事業活動に対する理解

・国分寺市子育て・子育ちいきいき計画への理解

・児童館・学童保育所の役割と機能を理解する意思と能力があるもの

(2).渫弔の流れ

・1次面接では法人説明を行い、法人への理解を

図り、面談で決定します。

・2次面接では面接や感想等から子育て事業への

理解を図り、面談で決定します。

・3次試験では実際に現揚で、子ともたちの前で

実技試験を行い、専門性や適応力や判断カ・

子ともへの対応などを見極め、実践力のある

「人材」の確保をします。
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(20)災害・防犯時の対応

*地震等災害が発生じた際や不審質尋口赳する対応マニュアル など

国 災害について
災害(地震、火災、台風等)発生に備え、事前に国分寺市と充分に協議を重ねた上、「消防計画書」を策定

し、災害の予防と人命の確保、被害の最小限化に努めます。

さらに、近隣医療機関や消防署、警察署、市自主防災組織との連携を強化し、地域とのコミュニケーション

を図ります。その上で、定期的に消防・防災訓練等を実施し、防災に対する意識向上を図り、万が一の災害発

生時には迅速かつ適切に行動します。日ごろから、避難揚所(いっとき避難揚所・広域避難揚所等)、避難方

法、連絡先を確認し、目に触れるところに書き出して利用者にも周知しておきます。

圏 災害時の対応について
災害時には、係を分担し、責任を持って遂行します。自主点検自主検査(日常的に行う検査と定期的に行う

検査)チェツク表を作成し、それに基づき点検します。また、不備欠陥部分がある揚台も、速やかに報告しま

す。管理責任者のもとに「安全管理担当者」と「防災担当者」を配置します。

また、子どもたちを保護者に引き渡すまで、子ともたちを安全に見守ります。

回 防災・減災について
′二 、 "5i' [;ミ1l}(Ⅲ111;)

様々な揚面(火災・地震・不審者など)を想定した避難訓練を定期的に実施します。子ともたちが避難訓

練の意味や目的を理解できるように「防災」をテーマに、被災者から話を聞くなどの企画をします。

実施計画をつくり、避難揚所、方法、役割、流れを確認します。緊急連絡先(警察、市役所、消防署、保

健所、救急病院)を所定の揚所に置き、緊急な事態が起きたときに、速やかに活用できるようにします。訓

練は、広域避難揚所1こ避難し、名簿1こよる点呼を行い、子どもの安全を確認します。

:2、簀建本刺]こ二(5\て

(1)事前に予想されることへの対応を、保護者・利用者、関係者と話し8い、細かく決めておきます。ま

た地域の中で防災対策について連携・協力を図ります。

(2)保護者のお迎えが完了するまで、子ともたちを安全に保護します。

(3)いさという時に冷静な行動ができるよう整理整頓し、非常口付近には固定物を置かないようにします。

(4)緊急連絡簿等は毎朝確認し、災害時にはすぐ持ち出せるようにします。

(5)不慮の事故に備え賠償責任保険、傷害保険等に加入し、誠意を持って速やかに事故後の対応を行いま

す。

lハ入 4-」ヒ+!↓jムa;ユJav几L1 ↓-1'llll)I-一内に) +J- %ナと口八±〒m0 士一士士←0←ス←しI...I-r-コ白ハIココピ5レh\富νnナ1kた日n)菖コ5己n)±仝
一

1E渭這冫が元ⅢⅢ刀]vク囮1び1飄世3〈υプ臼廿濫]
=

-云?1

討を日々進めていきます。

(7)国分寺市睨童館・学童保育所災害時初期対応マニュアルを活用し、館内研修などで日々理解を深め、

災害発生時に備えます。
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防災及び安全管理組織図

(事業担当職員にて配置)

l
1

連格係

l
1
1
1

1

1日準? 1巨?【[巨宜]

ー

1

④ 台風・豪雨・豪雪時の対応
台風・豪雨・豪雪等1こより、館内の危険や来館、登所・降所の著しい困難が予測される揚8は、国分寺市担

当者と協議の上、休館や閉館時間の繰上げ、繰下げ等の対応を執ります。学童保育所在籍兄童には、緊急時引
き渡し票をもと1こ保護者に連絡をします。子ともの安全確保のため、保護者の送迎をお願いします。一斉下校、
時差登校・体校の揚台は保育を行います。保護者や家庭に子ともを確実に引き渡すために登録届けの整備、災
害対策マニュアルの内容を確かめて、利用者に周知します。

一 ;ゴ
↓γ]い1シ鴫リば口四-1ク

●地域主催の防災シンポジウムに参加●

もとまち地域で行われている,地fot'8議主催の防災シンポジウムに参加させて頂いています。東日本
大震災や阪神淡路大震災を経験された方をお呼びして,震災体験を話して頂いたり,各家庭に配市され
ている東京防災を元1こ元町地域の防災ノートなどを作ったり,地域をあげて来る大災害に備えています。
その会に私たちも参加し,兜童館,学童保育所としての観点や情報を伝え,地域の防災に関する者え方,
情報を共有させて頂いております。災害時の小学校の対応なども具体的に聞くことが出来,それらの情
報を職員間で共有することで,いざという時のシュミュレーションや備えをより具体的に進めることが

出来ています。

1パツ啼浄?pLうl7『d

――山d1

施設に関ずる防災及び全体の安全管理に関する把握を行い、適切1こ指導する。

防災担当者 地震、火事なとの際に避難する湯所の把握、連絡の統括、消火におげる対応

の指導、災害時の利用者への事前の指導なとの企画を実施する。

 連絡班 災害時に責任者及び担当者の指導のもと関係団体に連絡、通報する。

避難班 災害時1こおいて利用者たちを全員、安全1こ適切な避難場所迄誘導する。

消火班 災害を最小限に押さえる事を目的に、貴任者及び担当者の指導のもと初期消

火に努め災害を防ぐ。

安全管理担当者 施設における遊具、教具、建物に閏する安全管理の把握をし、改善の指導を

する。

安全管理者 施設1こおける安全を点検し、故障の確認及び正しい使い方を利用者に指導す

る。



同 地震発生時の対応
職員は皇の安全を確保し、揺れが収まった段階で各部屋の子どもたちの安否を確認し、ガラスや施設内設備

の点検を行います。施設が危険な揚合は落ち着いて避難誘導します。特にガラス等が割れている揚含は、上に

物を置くなどして子ともたちが踏まないように配慮します。けが人が出た揚台は、応急処置を施し、救急車を

要言青します。
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本部へ報告

地震対応マニュアル

地震発生

/
保護者・家庭へ報告

地震発生中は倒れやすい物・落下物からの回避

(机の下や部屋の中央へ避難)

地震がおさまり次第、施設内へ指示

// \
持ち出し 安全な揚所への避難誘導

・救急バック・名簿・兜童台帳・緊

急時引き渡し票 等

残留者確認

(各部屋)
避難者確認

(人数確認)

現状確認・報告

担当課へ報告
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同 火災への対応
建物や火気の周囲には燃えやすい物を置かないよう管理を徹底します。また、ガス機器・電気器具・換気扇

等の定期的な点検・整備・漬掃を行うとともに、火災報知器・消火器・自動消火設備は年1回以上点倹します。

火災発生時は利用者に声掛けや館内放送等を使って火災発生を知らせ、119番通報を行うとともに初期消

火にあたります。火災発生時は利用者の安全を第一に、利用者があわてないよう落ち着いて誘導します。職員

は各部屋を点検し、逃げ遅れた人がいないかを確認します。

h?z賦 ゞ・Ⅵ ?←?
曜h禰I聖ー 喝hシ1κ1

1 火災対応マニュアル

火災がおきたら

l′

騨
)
?
4 1〉

i-

火災発生 aど:11h -

『(
ゝ、

ー

残留者確認

(各部屋)

持ち出し

・救急バック

・名簿

・児童台帳

・緊急時引き渡し票

ヱ指

等

l

r
1
1
1
)

消防機関への通報

119番

-

初期消火

-

消防隊対応

現状報告

各所へ報告(本部・市担当課・保護者等)
.、;--:a%llnTIvt7μ―鳴v―

避難誘導

(ニ)1F]
へ〉

火災発生揚所

1

ー
1
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閏 防犯ついて
日中及び夜間における施設の管理・防犯体制、職員間の連絡体制を含めた緊急時の対応体制を適切に構築す

るとともに、防犯訓練、法人内のマニュアルや関連する研修の共有、夜間等における施錠などの防犯措置を徹

底します。

地域に開かれた施設運営を行うことで、地域住民との連係協力の下、不審者の発見等防犯体制の強化につな

げ、地域としての連携体制の強化を図ると同時に、日頃から警察等関係機関とも協力・連絡体制の構築に努め、

有事の際には迅速な通報体制を構築します。
?.,ご??)1?へA1?L?9l5?ピJ))xトづ?xト丸N???J?ト(z?き????????Lレセ;

鴫????ク????N?嘱?会?―???レ叫ヤ?????ず―????ナ0?r???も??内?忰?→????―?峠←????リ?????ホ??―????浦??????????????9??

1転・―・2噛細-v拳争岬-l――――――餉11喝レN和り噛絋-―匈κN1N-リトuト―～・い咄

不審者侵入時のフローチャート

～クへ

日常における職員の気づき・発見

l―『d訃 一

不審者

侵入者

ゆhθ訃d嘔呻―

\

\

対応・伝達

速やかに他の職員への伝達

合言葉・ヘルプカード

警寮などへの通報

緊急体制を粗み

児童の安全を掌握する

通報・連絡

不審沓と判断でき、

早い時点で通報可能

であれば、館長の指示

がなくても職員が通報

できるよう訓練する

不審者を落ち着かせる

;
メ
ノ
を
争

1
甲
1
▼

《館長の判断・指示》

各職員がそれぞれの役割分担で動く

児童に不安を持たせず、落ち着いて避難誘導体制を組む

11～ψ? -

ー 避難し、

そのまま避難場所

にいた場合

避難した後安全確認

した上

児釦猷こ帰った場合

t1噌iザ―h『.1 v轡J啼1↓J,h111

材昂!有14表后幻目旨11ゴ

児童の安全報告・迎えの場所の変更・迎え時間の確認

迎えに来るまで児童の安全確1呆する

??IJ

保護春への報告・協力

迎え時に不審春情報を伝え、協力を卸ぐ

児童の動揺・不安・\の配慮

※地域・関係機関との安全ネットワークを構築する

※日ごろから気になる情報、気になることは館長に報告する



(21)食育について

*食育に留意した対応をしているか,アレルギーなどの個別的対応をしているか

おやつの時間を楽しく過ごせるような配慮があるか など

1、もとまち児童館1こおける食育活動

(1)毎月1回「おりようりしようよ」という料理活動をしています。簡単な調理工程ですが、子ともたち

には人気で、待ち時間などを使って、食材1こ関するクイズをしたり、食品添加物についての学びの時

間を設けたりしています

f

\

(2)年1こ1回「親子でクッキング」という乳幼完親子対象の料理活動を行なっています。児童館にあるプ

ランターを使って野巣を栽培し、時期が来たら乳幼月親子1こ収穫してもらい、それを材籾こ食事を作

るというものです。野菜の水やりなども、あえて親子に依頼することで、晋段食べている野菜がどの

ようにして出来ていくのかを子ともに感じてもらう事がねらいです。

(3)毎年新年の行事として「お汁籾宗・お雑煮宗」を行なっています。子ともたちとその保護者だけでは

なく、地域の方たちもお招きして、実施しています。多世代交流を図りながら、お汁籾やお雑煮の意

味、鏡開きの意味など、日本の伝統的な習わしについても子ともたちに伝える揚としています。

?ミ1一歌ニ?t1ク心tr9t雪セ7℃営11?一つ声r1Cjλ覧ベデ〆゛?C?ぺ》 一 ご??!τ?? 1???ノ ?ご? 一

いニ

11! ,t:ゞ戸

?地域1二おける食の提供;I〒島?二二二二;;h%:;';:::tのつながりを大切にする活勤で
す。食材の一部は地域の農家の方にご協力を頂き、おいしいスープを作り、池にも市内の障がい者施設

1こ依頼し、パンを作って頂き、それらを無粕で提供しています。アレルギーについては受付にて詳しい

食材の内容を貼りだし、パンには個包装の裏面に原材料を明記して頂いています。

年間で6回開催予定で、毎回メニューが異なり、時季の野菜を使い季節1こあった物を提供します。

ス?11;?Jつ
ァG鴫? 一 一

\,

2、東元町学童保育所1こおける食育

(“1)ヨ頃0おやつ

・週1～2回程度季節を感じる果物や手作りおやつを提供します。

また、子ともと作るおやつ行事も年間2回程度計画・実施して

います。

・三季休業日には手作り昼食を実施します。子ともたちと一緒に

作るものと、職員が作り提供するものを実施します。

(1
(弊紳
L
1畦・、

こ)

-

【

(2)胃てる炭責

さるかに農園さ～とのつながりから、野菜栽培体験を行い、作物を育てる苦労や楽しさ、良への感謝の
気持ちを育む機宗としています。子ともたちも希望の子を募り、意欲的に手伝ってくれる子もいます。ま

た、収穫したものをおやつで食したり、家庭に持ち帰り、家族と味わってもらったりしています。
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(3)工燻見学など生産を学43(宴胃

所外保育等で工揚見学などへ行き、日頃、食しているものが、どういった過程を経て作られ、届くのか

を学r5<機会として実施しました。日頃購人して食べる時と違いのある物もあり、見学先で食べた商品の

味・食感を忘れす、日々のおやつの際に「工揚で食べた食感はまた違った美味しさだったよね」と子とも

だちが話す揚面もありました。今後も見学先との調整がありますが、子どもたちの新たな体験として実施

していきます。

3、食育活動における課題

アレルギーにより使用できる食材が限られているため、メニューに偏りが出ることがあります。児童館で

は、行事の参加人数が多く、年代も幼児の参加があるなど、年齢層が幅広いので、細かい調理工程を伝える

ことは出来ず、内容も簡単なものになりがちです。学童保育所では、味の調整など難しく、口に含わない児

童も出てしまう事もありました。

自分だちで野菜を育て、その野菜を食べる「食育」も重視していますが、施設により野菜を育てる揚所が

ないので、実施出来ていない施設もあります。また、実施している施設でも、スペースの問題で子ともたち

の通らない通路で栽培しているため、子ともたちにとってあまり爵近な存在に感じられない揚8もあります。

4、発展した食育を

・課題で挙げたようにアレルギーのことを考えると、調味料・食材・メ

ニューなど、メニューが限られてきてしまうので、他の兄童館や学童

保育所などと情報交換の揚を設け、各施設の工夫を持ち寄ります。管

理栄養士の研修や指導も取り入れます。

゜児童館として、今年度初めて行ったもとまちファミリーDAYを通し

て児童館を知ってもらった上で、地域の野菜がとのようなものか、地

域にどのような食があるのかを伝える揚としても、この行事を続けて

いきたいと考えています。

・学童保育所においては、育てる食育として、限られたスペースではありますが、さるかに農園さんのご指

導の下施設状況1こあった野菜などを者え、栽培しています。また、できるだけ色々な子1こ体験してもらえ

るように働きかけていき、新しい植物や野菜づくりに挑戦していきます。

―-1-トぷ閤■-クらN冒

1dピ(゛4、

匪」-

L

5、アレルギーなどの個別的対応について

アレルギー調査や入所前面談で保護者から子ともの状態をよく聞き、把握し、職員に周知徹底を行います。

児童館゜学童保育所で食べ物を提供する際には、食品表示にアレルゲンがないか複数の職員で確認し、子と

もがアレルゲンのあるものを食べないようおやつの班に職員が入り見守ります。日常的には、ハウスダスト

など環境衛生に十分注意を図り子ともたちが来る前には必ず掃除を行います。

一
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(・)ア1・・ルニご一八の配1,J;

・アレルギー児の対応は、主治医の指示のもと保護者とよく話し念い、食品及びおやつを提供します。

・体調の変化や症状など保護者と確認し合い、励まし、改善に向かうよう努力していきます。

・職員宗議でのアレルギー児の状態・方針など話し含います。

・プライバシー・個人情報保護に努めながらも、アレルギーの研修を行い、理解を広げます。

(2)巴富○中でのアしノルニ1、ご一・へUJ. x-透7よ対、苫

C'?1)安2%の空閤

子どもの不安を取り除き、心と体の両面から支援できるようにしておく。生活習慣・ストレスも症状

に関係しているので、規則正しい生活や安心できる居揚所作りを行ないます。

②楽≧・し)食事・楽し(,)時閤

快適な環境作りを設定し、体調不良や消化能力に留意した栄養バランスで、食の話を取り入れるなど

しながら、様々な宗話を取り入れ楽しい食事時間とします。子ともが様々なアレルギーによって、制

限された活動になっても萎縮しない環境作りを行ないます。

(3)曙別対成

保護者と協力しながら、子とも自身とアレルギーの意味やどの程度食べられるのか、健康状熊に応じた

摂取など、アレルギーとの関わり方を十分に理解できるよう、一緒に取り絹んでいきます。

ζ,こ;-ン度後の鶴察

食物を摂取した状況を把握し、子どもたちの食後の様子に十分留意します。症状出現時間の変化も見逃

さず、丁寧な見守りを行ないます。食後の運動や、過激な動きに注意し、子ともの変化に気づくことを大

切にします。

(5)黒睨①子ともの理解

アレルギーは命にかがわる大切なこと、症状が様々に現れてくることなどを周りの子ともたらと十分に

共に理解し、食物アレルギーのほか様々なアレルギー1こ対して、学び支える関係作りを行なし】ます。

6、おやつの時間を楽しく過ごすために

(1)友だちと楽しい雰囲気で食べることを大切にします。

(2)子ともからのリクエストや選べるおやつを実施し、楽しい時間を一緒に作れるように配慮します。

(3)食品添加物に注意し、当法人の管理栄養士とも相談して、安全な食品を選びます。

(4)子ともたちも一緒に、手作りおやつに取組む日を設けます。

(5)食物アレルギー1こ配慮した個別対応も必要に応じて行います。

(6)食育をテーマに自分たちで育てた野菜を自分だちで収穫して食べます。

その中で子ともたち自身が野菜の育つ課程や食べ物の大切さを伝える機宗を作ります。

(7)食べるだけでなく、食前の手洗いや準備、食事のマナー、自分で使った食器の片付け

など生活に必要な事を学べるようにします。

飼
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22)児童への対応と子ともの権利の尊重について

*子ともの権利の尊重に努め〈いるか、要保護児童への対応が十分にされているか、児童に

関しての情報を共有し、巷察する仕組みが職員間にあるか、子ともにとって楽しく快適な運

営、保育が実施されているか など

1、子ともの権利の尊重について

小学校に就学している完童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいない子ともに対して、家庭、地域

等の連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう自主性、社宗性及び創造性の向七、

基本的な生活習慣の確立を図れるようにします。

利用者である子どもの性別、国籍、障がい、信条または社会的身分によって差別的な汲いを決して行わす、

人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重し誰もが生まれながら1こして持っている人間として幸

せに生きていくための権利と子ともに影響のある事柄に関して子ともが意見を述べ、参加することを保障し

ていきます。

(゛;一)元意館

ぐ];)子ともの@i'%所;乍″Dの充実

子ともにとっての「放課後」の意味は自分で色々なことを発見・理解していく時間、自立に向けて生

活の知恵や技術を身につけていく時間、社会性やコミュニケーション能力を養う時間です。

子ともが安心して過ごせる生活の揚としてふさわしい環境を整え、安全面に配慮しながら子ともが自

ら危険を回避できるようにしていくとともに、子ともの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能と

なるように、自主性、社宗性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等により子ともの健全な生活

の揚を常に提供していきたいと思います。

●学校に行がず児童館に来館していたA君●

A君は高学年で、完童館に頻繁に来館し、その度に何かと問題行動を起こし、職員から注意を受け、

それに対して反抗していました。一時期、学校にも登校せす、家にも様々な事情から居揚所がなく、

昼間から完童館に来館することがありました。完童館では遊べないことを伝え、帰宅するように促す

とA君から「ここもだめなのかよ」と悲しそうな表情で館を出ていきました。あまりにもいつもの表

情と違ったことを心配した職員が後を追い、家庭や学校に連絡することを条件に受け入れました。

その後もA君の来館は続いたのですが、保護者や学校、民生委員、子とも家庭支援センターと頻

繁{こ連絡を取り台い、A君の見守り体制を整えていきました。特別汲いをするのではなく、兜童館が

△君の居揚所でありたいと職員全員が者え、時に厳しく、時に優しく接していったことで少しすつA

君も落ち着き、最後には囲童館を引っ張るような存在になっていきました。そんなA君も卒業を迎
-- ?1h1亀五量 も1?龜?hh4 1?1直 1Δ1 u」4-.l～μ4身 ―1■h し1上?↓＾＾一呻(1←Uセ市L り障一ノム←I八

ス、一;ご玩猫阪ラキk1字の報百を , -・ -にυ、一

と、職員との信頼関係も厚いものになりました。
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子ともたちは日々心も体も成長していきます。一日一日が積み重ねであり、その後の成長や発達を左

右します。友だちとの関わりの中でお互いを受け入れ、自分を主張し表現できる環境が必要です。子と

も自爵が考え、工夫し、過ごしやすい空間を作るために様々な体験ができる揚を設けます。このような

体験を通し、協調性、自主性、社介性を学んでいきます。

/
\
、

(2)学童{呆宵所

(([)子と61こど一〕で0楽しい字童寂竃所を

全児童対策事業が全国的に広がりを見せる中、学童保育所は時代にあった運営を迫られています。そ

のような状況の中で、私たちは利用者のニーズに耳を傾け、子ともたちがより楽しく、いきいきと学童

保育所で過ごせるような環境整備と育成指導の充実を心がけでいきます。特に1年～3年までの異年

齢集団の形成が学童保育所の魅力のひとつです。快適な保育を進めていくための大きな柱は、「子とも

自身の中に潜在する主体性の発揮」と「それを引き出す周囲の人々の連携」と考え、進めていきます。

②B常生活や県回遊び冫よどを通じ,・で沖聞作:つ荏・学/St取組み

異年齢集団という特徴を持つ学童保育所{こおいて、上級生や下級生同士の交流を増やすために、班で

活動する行事や遊びを多く取り入れていきます。また、学童保育所生活の中で困ったことがある時に、

相談し台える関係や子とも同士で解決していこうとする力を育んでいきます。

2、障がい児対応について

子ともたちの自立を促進するとともに居揚所作りを推進し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会と

の交流の促進を促し、他の囲童との集団生活に適応してliS<ための専門的な支援その他の便宜を傑与してい

きます。一人ひとりの症状や様子も多様です。実際の子ともの様子をよく観察した上で状況をつがみ、方針

を立てて障がいのある子ともたちとともに学び合い、成長していけるように支援していきます。

!′0学表との1渚療共甫

障がいのある子ともを受け入れるときに、子ともの学校での様子や授業などを見学します。学校や特別

支援学級の担任の先生からも、一人ひとりの子ともに必要な配慮や環境、発達上の課題を伺い、保育の参

者としていきます。また月のお便りや年間行事予定などを学校と交換し倉い、情報の共有化に努めます。

(2)其圓主活C“:l5 72'の成畏

周囲の刺激を少なくして、必要なものが目に入りやすくなるような環境を整理し、注意すべぎ事柄は視

覚的に絵や文字で提示していきます。興奮してしまった時はクールダウン(その揚を離れ、一人で気持ち

を鎮める)できる環境を確保し、落ち着いた時点で本人の気持ちを聞き、原因を考え、状況のⅠ里解を共有

し本人が少しずつ自信を持てるように些紹なことでも、良いことは励ましていく環境作りを心掛けていき

ます。健常児とのより良い関係が育まれるように、子ともたちの関係を大切にしていきます。健常囲と障

がい兜が同じ班活動や遊び1こ取り絹み、子とも同士の集団やその関係性の中でお互いが学び、笥ち含う取

り絹みを大切にします。
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(IS)問係云゛;間と0連?込

関係機関や専門機関、学校との連携を密にして事態の変化に対応していきます。日々成長する障がい児

を丁寧1こ見ていくことで、些細な変化を見逃さないようにします。必要に応じて、国分寺市や専門機関、

学校や関係者と連絡を取り合って、迅速かつ根気よく対応をしていきます。

(Z (. :) )'呆渫・蕎との1言!:;貢醤1系"1乍り

保護者との連絡や話し含いを密にして気軽1こ相談できる関係を作ってい孝ます。障がいのある子ともを

常に中心に者えた上で日々の連絡を重視し、お互いの関係を作り、深めていきたいと思います。その関係

を構築していく中で保護者の方たちの不安や悩みを真拳に受け止め、お互いに考えたり悩んだりすること

で問題に対して共感を持ちながら進めていきたいと思います。

一 υ崎v智1ト――― 翼11ヘド匈ぽ八-1榔ス ー 一 一 ・―――訓-―Q5z- 一

●個人面談●

障がいのあるお子さんのご家庭とは、必要に応じて保護者との個人面談を実施しています。日頃伝え

きれない子ともの成長や、課題を達成できた時の話し、また子育て・子ともとの関わり方のgoodケー

ス・badケースなど、ゆっくり時間を設けて話す事で、保護者と職員が同じ方向性を描きながら子と

もの更なる成長支援を見出す機宗となってし)ます。今後の支援情報共有がねらいのひとつではあります

が、保護者の方の不安や悩み1こ少しでも寄り添い、一緒イこ子とものことを考える揚でありたし)と考えて

います。共に笑し1、共に涙する関係構築を目指していきます。

(ミ)弓責館とじて

小学生以上の障がい兜だけではなく、障がいを持った乳幼完の来館も時折見られます。対応は障がいの

種類や子ともの持つ特性1こよって変わってきますが、芯になる部分を療育の専門家や医療関係者、当事者

から学び、知識や対応を共有し、保護者やその子ともが、少しでも楽しい揚所、安心できる揚所、そして

少しでも不安を吐き出せるような揚にしていきます。

(C〕モ)二,; .,l,;i÷1こつ(,\-(゛

専門性の高い職員であるために研修を重視します。障がいのある子ともの特性を正しく捉えるために、

基本的な学習を行うことと、子ともを取り巻く法律や制度の変化に対応できるようにし、積極的に研修や

学習宗等に参加し、内部の宗議等での事例検討や学習会を開催します。

一
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3、要保護児童の対応について

全国の完童虐待相談の件数は増加し、死亡件数についても高い水準で推移しています。囲童館・学童保育

所を担う私たちは、日々子ともに接する中で最も子ともの変化に気づくことが出来る揚所にいます。虐待児

童の早期発見と報告、その対応は、私だちの重要な役割のひとつと者えています。

←i)1民童虐i哲1こついでの理lゞ否弱}こ′むる二乙二

兜童虐待がどのようなものであるかを、研(I%や学習会を通じて理解するように努め、全ての職員が児童

虐待について正しい認識を共通理解として子ともへの対応に臨みます。完童虐待が、様々な環境的要因に

よって発生じやすくなる点から、環境面という視点からも子ともを理解するようにします。

(2)1一気づき」を大図1こす6こと

日々のミーティングや話し合いを通じて、子ともの様子を話し台う中での職員の「気づき」を大切にし

ます。気になる子ともについては継続的に記録を取り、様子の変化をよく見て対応に生かします。チェツ

クシートなども活用しますが、その結果によって判断するようなことはせす、あくまで客観的な資料のひ

とつとして参者にします。

(3)虐i寺杏;発見し・た1匙合0刻′.亀11こ=二(,1て

明らかに子ともの安全が脅かされ、揚台によって生命1こ危険が及r5<危険性がある揚台には、咎責任者か

ら国分寺市に速やかに連絡し、早急な対応が取れるよう連携します。虐待の可能性が疑われるようなとき

にも国分寺市、他の関係機関に連絡をし、子ともの命を最儒先に者えます。

「情報提供」 「援助要請」 「通告」という判断によって行なわれていることを理解し、国分寺市への報

告及び対応の相談を密にしながら、適切な対応を心がけます。

(4)虐待を受けている子ど:6へQ)対,官{こつ01て

虐待を受けている子ともは、多くの揚台自尊感情が低くなっています。そのことを考えて、煩聴する姿

勢を大切にします。揚台によっては、大人全般に対して不信感を抱いている揚台もあるので、職員が共感

しながら見守りや精神的な支援をします。

ζ5)法,,',、rs'3C)オj寺賠止5Z金のJ.q,%l 4/,% .(1::l,,l ,'!,:,

当法人では虐待防止委員会を立ち上げ子ともへの虐待等の禁止と予防に取り絹んでいます。児童虐待に

より子ともの心身の成長及び人格形成に重大な影響を与え、次の世代に引き継がれるおそれもあり、子と

もに対する最も重大な権利1畳害と考えます。身体的虐待、性的虐待、ネグレスト、心理的虐待等、早期発

見に努め、発見次第速やかに通告をしていきます。

73



4、児童に関しての情報共有と考察について

常に保護者及び地域社会に対して密接な連携と交流を図り、子ともの様子を日常的に保護者に伝え、情報

を共有することにより、保護者が安心して子ともを育て、子育てと仕事等を両立できるように支援をしてい

きます。

,(呆謀者と○つながζ6を漂ざろる?綱み

完童館主催の親子行事だけでなく、学童保育所との含同親子行事などを通じて、子ともや保護者とのつ

ながりを深めていきます。また学童保育所としては連絡帳・学童保育所だより・保護者宗・個人面談など

を通して情報共有や方針の伝達を行い、保護者と一緒に子ともたちを見守っています。

(2)学校 問思烏関と0)=・/よがりを越める社開み

学校・子とも家庭支援センター・完童相談所と連携し、子ともたちの家庭環境・様子を知る事によって、

日々の保育に活かしていくことができます。また、こちらからの情報も必要に応じて提供しご相談する事

で、子ともたちをより多くの目で見守っていきます。また、近隣の施設とも日常的に情報を交換し合い、

子ともたちを地域一帯で見守るネットワークを築きます。

●学校との連携●

学校から学童保育所に下校してくる際に、どうしても、家庭に帰りたくなってしまう完童がいま

した。保護者との連携はもちろん取りながら、学童保育所職員として学校昇降日まで迎えに出て、

受入れを行うなと工夫をしています。児童の思いを聴きとりながら、必要に応じて、学校の担任の

先生や校長先生・副校長先生などたくさんの教職員の方々からアドパイスや学校での児童の様子を

うかがう事で、学童保育所での兜童との関わり方も変化レスムーズに過ごせることも増えていきま

した。また、子とも家庭センターなどからご連絡いただき、在籍している睨童が元気に生活を送れ

ているかを共有することもあります。今後も守秘義務を遵守し、けれども子とも9節と健やかな成

長を守るために、学校・関係機関との共有・連携を、していきます。

一 戸レ―一 =

(,1ヨ)交胤を1当る取)園?l1)".

高齢者の活動グループや町会・自治宗、NP○の皆さんと手をつなぎ、多世代交流にも取組みます。

また地域の温かな家族的つながりの中で、子ともたちの自然な情操の成長発達を促す機会を広げます。

;ミご:7′)ヨノくC〕ミ～テ?Jン?/′フI]?哀?ト[′;

毎日のミーティングは欠かさず行い、常勤、非常勤に関わらず全職員が子ともたちの様子を把握し、情

幸廠安j餐』フζ1登Eじ陵テスi一泡シ):籾旨揖身―醒5商且号θ)口そ二一 一 ?二こ一更11舌ご苧〒荀ミ 》?Iト{パ\-π丑C→1(ー

く?1゛ラfil-7-σノ]テCシCゞ

い一日保育の日も引継ぎノートなどで、情報共有をし、全員が同じ視点に立って保育を行うよう努めてい

ます。
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(23)市が行っている関係事業及び地域との連携について

*「放課後子ともプラン」や「学校キャンプ」,「子ともまつり」なと,市が行っている関係

事業及び地域との連携に関して,どのような提案ができるか など

1、国分寺市が行っている関係事業との連携

国分寺市が行っている事業に関しては、その準備宗議や定期的な宗議から参加し、当日も参カロさせて頂い

ています。

(-i)放記後子ともブランについて

学童保育所として、地域の中で安全で安心な子ともだちの居揚所の1つとして小学校で開催されている

「放課後子ともプラン」に積極的に参加しています。今後も校庭や学校施設を利用して、子ともたちが自

由に楽しく遊べるよう協力します。安全管理委員の方々と協力して、子ともたちが安全に楽しめるよう努

めます。

一--

f/

-一
ー一 ー一 調階1tJ ―旬～

●放課後子ともプランとの連携●

国分寺第一小学校のPT△の方や市放課後子ともブラン担当職員の方

と日頃からお話し・相談させて頂き、良好な関係を築いていくよう努め

ています。

毎日の校庭管理委員を引き受けて下さっている保護者の方ともご挨拶

など交わしていく中から、学童保育所の職員の顔を覚えて頂き具体的な

校庭使用の相談などできる関係1こ深まっています。

学童保育所の子ともたらは、校庭開放やサッカー教室、あそびのひろはなど、多様なフランに参加

して楽しい放課後を過ごしています。 また、遊び揚の一つとして教室解故も定曽しており、4年生

以降の居揚所の一つとして考えている児童もいます。

豹蒙酸・
イ囁逼
一

一

(2)学校キャンプjこついて

小学校で開催される学校キャンプに参加し、協力します。学校の先生や、保護者の方々、itFiUの方々と

協力して、子ともだちが夏休みに友達との楽しいひとときを過ごせるよう支援します。もとまち兜童館・

東元町学童保育所においても、「学校キャンプ」の運営に関わっていきます。
:

●学校キャンプ●

毎年夏休みが近づいてくると、子ともたちから学校キャンプの話題が

聞こえてきます。晋段通っている学校に泊まるということで子とも

たちもとても楽しみ{こしています。兄童館、学童保育所の職員も

スタッフとして参加しますが、日頃を知っている大人が傍にいることで

キャンプ参加に緊張している子も安心感を少し持って臨める子もいます。

また、学童保育所卒所後の兜重の参加もあり成長を感じ、更なる体験支援を

行える機会となっています。今年は職員誰がキャンプ参加するの?との関心をもって

くれている睨重もいて、我々職員も嬉しい限りです。

δS・
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(、;3) 11耐童,fli.κ二1ニャン゛ブ

囲童館合同キャンプや子ともまつりについても参加し、協力していきたいと思います。自然の中で、

子どもたちがそれぞれ主役になって楽しめるよう連携していきます。
〆謂lげ々7、Jも1』ウシ;(谷にMいr1-―嘩シ中??-59へi―〆1vJツ9―声4―阿

●児童館合同キャンプ●

初めて参加する6年生男子のグループと、初めてその子ともたちと宗う職員が同じ班{こなり、2泊3

日のキャンプを共にしました。初めはお互いに緊張しながら、照れながらのやり取りだったのが、時間

が経つにつれて次第{こ打ち解け、笑いが絶えない班になっていきました。無事にキャンプは終了し、そ

れぞれが日常に戻ってからしばらくして、その睨童館職員が国分寺まつりに兜童館ブースとして参加し

た際にその子ともたちと再会しました。子ともたちも職員も久しぶりの再会に大喜びしました。2泊3

日という短い時間でも寝食を共にすることで築かれる信頼関係があるのだと改めて気づかされました,

勺1ゆ求

(Zi-)子どもまフりと 連携

中央地区育成委員会主催の子ともまつりに準備宗から参加し、児童館ブースを担当しています。近年は、

コマ遊びやけん玉などの昔遊びや一輪車コーナーを設けています。児童館や学童保育所を利用している子

ともたちがたくさん遊びにきています。

(5)公民館との共浬行事につ1ノ゛1て

公民館、図書館とはもとまち地域宗議を通じて交流を深め、良好な関係を築いて行っています。特に「ふ

れあいまつり・もとまち」において、共催という形で連携させて頂いています。準備会から実行委員宗ま

で一緒{こ何度も話し台いを重ねて当日を迎えています。公民館や地域の方たちのご協力もあり、完童館の

参加者は毎年増え、昨年度は2日間で1000人を超える方たちに来館して頂きました。他にも図書館主

催の行事ですが読み聞かせ会や映写会を公民館内で行っているため、子ともたちと一緒に楽しませて頂い

ています。

(6)ごもち"くビ;雫院(こついて

2ケ月に一度、ボランティアの方に来ていただき、壊れたおもちやを修理して頂いています。どんなじ

古い物でも丁寧1こ治して頂けるので、お孫さんのおもちゃを、おじいちゃんやおばあちゃんが持ってきた

り、一見治すのが難しそうなおもちゃも治してもらったりしています。幅広い年齢層の方が利用し、治っ

たおもちやを受け取って喜んでいます。また、夏休みなどは、学童保育所の子ともや完童館の子ともだち

が、先生がおもちゃを修理する様子を見て感動する揚面もありました。
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2、地域との連携についての提案

(づ)さ:,フやか夏祭:つの共倍

毎年夏休みに、近隣の高齢者施設と共催でさわやか夏祭りを行なっています。完童館からはお祭りのオ

ープニング1こ幼児さんによる仮装行列を行ない、お隣の施設まで練り歩き、その揚で地域の方だちと交流

しています。中には子ともたちのためにと、手作りのプレゼントを全員に渡してくれたり、お菓子をプレ

ゼントしてくれたりと、よい交流の揚になっています。他にも地域の方から子とも神輿をやって欲しいを

要望があり、子ともたちから参加者を募りました。当日は作って頂いた御神輿を担ぎ、喜んで頂きました。

自分たちでより良いお祭りにしていくのはもちろんのことですが、地域の方たちの声を実現できるように

劃意工夫をしていきます。
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(2)もとまちファミリー運動金ノ\の参加

もとまち地Nu議主催の「もとまちファミリー運動介」にも児童館・学童保育所として参カロさせてもら

っています。運動舎の競技を1つ担当させてもらい、子ともたちや地填の方たちに楽しんで頂けるように

企画、運営しています。
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もとまち児童館で開催している「もとまちファミリーDAYJは、地域の子育て世代の方たち1こ対して、

囲童館が国分寺助産師宗や、臨床心理士、民生委員、主任児童委員、子とも家庭支援センターとし)う幅広

い専門分野の方たちと繋がっていることをPRするねらいもあります。子育ての不安や、発達の心配ごと

などを専門機関1こ出向いて相談することは、人によってはとてもハードルの高いことです。児童館が、地

域1こいる専門家と連携していることで、保護者が少しでも安心できる「居揚所」になればと思っています。
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(Z',4,5一臣代父流題具

定年後の生きがいとして「子どもの育ちを応援したい」という方の特技を活かして完童館・学童保育

所のボランティア先生となってもらいます。遊びを通して囲童館・学童保育所の事業に関わって下さるよ

う、高齢者のサークルや団体・施設に呼びかけます。地域の中で「子ともたちの成長を見守り、育むこと」

にあらゆる世代の人たちが関わり、その力を発揮できるように取り組みます。また、兜童館・学童保育所

に高齢者の方が来館することによって温かい目で、子ともたちを見守って下さっています。

市の防災課が行っているカエルキャラバンでは、地域の防災委員や民生委員の方が活動のことを丁寧に

教えて下さるだけでなく、地域の方に子ともたちの顔を覚えて頂き、よい交流となりました。
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●さわやかプラザ 異世代交流●

学童保育所の環境では沢山の子ともだちと調理を行う事が難しく、毎年夏休みにさわやかプラザにて子

ともたちと作る手作り昼食とレクリエーション体験の機舎を企画させて頂いています。さわやかプラザを

ご利用の地域の皆さんや民生委員の方々と一緒1こ食事作りをして、出来上がったものを一緒に食し、その

後囲碁将棋などを教えて頂いたり学童保育所で楽しんでし)るトランプやカードゲームおもちゃを一緒1こ

楽しんだり、映写機材を使用させて頂゛きアニメ上映を楽しむ等させて頂いています。子ともたちも晋段関

わりが少ない異世代の方との交流を楽しんでいます。
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国分寺市では、地域のボランティアの方が放課後子ともプランの担い手になるなど、地域の力が子とも

たちの周りで発揮されています。その方向性を大切にし、地域の中で特技を持つ方、若者、元気な高齢者

の方に、児童館・学童保育所の特別ゲストとして関わってもらいます。国分寺市で私たちが運営している

完童館・学童保育所においても、保育に関心のある学生のボランティアを受け入れています。また、高校

生の奉仕活動(授業)や中学生の職揚体験活動の受け入れも対象となる学校や国分寺市とよく協議の上、

実施していきたいと考えています。

こ6)字ユ、玉ト三覗?負・只童τ1蛤 子こて5j三テてβ二;.三゛一 男5改j当診′所とJ.電゛3Xξ
虐待やいじめ、不登校等の子ともが抱える問題に、子ともの生活を支える冗童館・学童保育所だからこ

そ気づくことがあります。学校や他関係機関と連携をしながら、解決に向けて子ともを支えていきます。

子育てに対して不安や悩みを抱える保護者の相談や、虐待または虐待の疑いのある子ともを発見した際に

は、速やかに関係機関へつないでいきます。関係機関の方に児童館・学童保育所の行事などにも参加して

頂き、定期的に懇談する機宗等を作っていくよう努めます。また、学校行事の見学や公開授業など子とも

だちの学校生活を知り、育成に活かします。

●関係機関との連携●

国分寺市で嗅、?円卓宗議や地域福祉推進協議会など、行政と市民が手を取り含い、子ともたちや、
-

子育て中の人たちを取り巻く環境をより良し)ものしていくための会議があります。子ともだち一人ひ

とりが抱える背景や子ともの居揚所、孤独になりがちな保護者の立揚になって地域全体で解決してい

こうとしでいます。私たちは児童館や学童を運営する中で、子ともたち・保護者の具体的なニーズを
キャツチレ、そのような舎議で議論していくことを大切1こしています。
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